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I．策定の趣旨 
 

本市は、昭和 54 年（1979 年）に吹田市総合計画を策定して以来、３次にわたる総合

計画を策定し、総合的かつ計画的なまちづくりを進めてきました。 

平成 18 年度（2006 年度）の第３次総合計画策定から 10 年が経過する中で、本市は

さまざまな課題に直面しています。世界経済の混迷や東日本大震災のような大規模災害の

発生といった社会経済状況の変化は、市民生活に大きな影響を与えています。また、日本

全体では人口減少が進む中、本市では、近年、転入超過による人口増加が続いており、待

機児童の急増といった課題への対応が求められているところです。さらに、今後、わが国

で一層進展する少子高齢化や人口減少は、社会保障費の増大や経済成長の鈍化、地域にお

けるコミュニティの弱体化など、市政運営や市民生活に大きな影響を与えることが懸念さ

れます。 

そのような時代の変化の中で、市民一人ひとりが安心安全で豊かな生活を実感できる社

会を築き、それを将来世代へ引き継ぐことができるまちづくりに取り組んでいく必要があ

ります。その取組にあたっては、市民と行政とが、互いの役割と責任を認識しながら、協

働により地域の課題に対応していくことが重要です。また、その市民とは住民だけでなく、

本市にある学校や職場に通う人、本市で活動する事業者や団体など、さまざまな主体をさ

します。 

こうした視点から、第３次総合計画の目標年次である平成 32 年度（2020 年度）を前

に、改めて本市のめざすべき将来像を見通し、本市のまちづくりを推進するための今後

10 年間の指針として、第４次総合計画を策定します。 
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II．総合計画の概要 
 

１. 総合計画の役割 

平成 23 年（2011 年）の地方自治法改正により、地方自治体における総合計画の策定

義務が撤廃されましたが、本市では、自治基本条例で総合計画を策定することを定めてい

ます。変化が激しい時代において、進むべき大きな方向を見失うことなく、市民や職員が

共有できる市政運営上の基本的な指針として総合計画を策定します。 

また、総合計画に基づき各分野におけるさまざまな個別計画の総合調整を行うとともに、

ＰＤＣＡサイクルにより取組の成果と課題を確認しながら計画を推進することにより、効

果的かつ効率的な行政運営をめざします。 

 

２. 計画の構成 

総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画により構成します（図表 II-1）。 

（１）基本構想 

基本構想は、本市がめざす将来像とそれを実現するための基本方向を施策の大綱として

示します。 

（２）基本計画 

基本計画は、基本構想に掲げる施策の大綱に沿った施策を体系的に示します。 

（３）実施計画 

実施計画は、基本計画で定めた施策を推進する具体的な事業内容と財政計画を示します。 

 

図表 II-1 計画の構成 

 

 

  

施策の大綱

政 策

施 策

事 業

基本構想

実施計画

基本計画

将来像を実現するための基本方向

大綱に沿ってめざす各分野の目標
（めざすまちの姿）

政策を実現するための取組の方向性など

施策を推進するための具体的な取組など

将来像
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３. 計画の期間 

基本構想と基本計画の計画期間は、平成 31 年度（2019 年度）から平成 40 年度（2028 

年度）までの 10 年間とします。 

ただし、基本計画については、計画の評価と検証を行い、必要に応じて見直しを行いま

す。また、実施計画の計画期間は 5 年間とし、ローリング方式により毎年見直しを行いま

す（図表 II-2）。 

 

図表 II-2 計画の期間 

 

  

平成31年度 平成40年度

（2019年度） （2028年度）

基本計画は

必要に応じて見直し

基本構想（10年間）

基本計画（10年間）

ローリング方式に

より毎年見直し

実施計画

実施計画

実施計画
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III．策定の背景 
 

１. 吹田市の概要 

(1) 位置・地勢 

本市は、大阪府の北部に位置し、東は茨木市及び摂津市、西は豊中市、南は大阪市、北

は箕面市に接しており、東西 6.3km、南北 9.6km、面積は 36.09ｋ㎡を占めています。 

地勢としては、北部は北摂山系を背景として標高 20ｍから 117ｍのなだらかな千里丘

陵、南部は安威川、神崎川や淀川のつくる標高 10ｍほどの低地から形成されています。 

 

(2) 市の沿革 

本市域では、水に恵まれた土地であったことを背景にかなり古くから生活が営まれ、さ

まざまな文化が育まれてきました。明治９年（1876 年）の大阪・向日町間の官営鉄道の

開通を機に発展が始まり、明治 22 年（1889 年）の有限責任大阪麦酒会社（現アサヒビ

ール株式会社）の設立、大正 12 年（1923 年）の国鉄吹田操車場の操業開始により、「ビ

ールと操車場のまち」と言われるようになりました。  

また、大正 10 年（1921 年）には北大阪電気鉄道（現阪急電鉄）の十三・千里山間も

開通し、大阪市の商工業の発展に伴い、近郊住宅地として市街化が進展してきました。 

昭和 15 年（1940 年）には吹田町が隣接する千里村、岸部村、豊津村と合併し、吹田

市として市制が施行され、昭和 28 年（1953 年）には新田村の下新田地区と、昭和 30

年（1955 年）には山田村と合併し、ほぼ現在の市域となりました。 

昭和 30 年代の高度経済成長期に入ってからは、千里ニュータウンの建設をはじめとし

た宅地開発とそれに伴う都市基盤の整備が進み、人口が急激に増加しました。昭和 45 年

（1970 年）には「人類の進歩と調和」をテーマに日本万国博覧会が開催され、本市の存

在を広く知らしめました。この博覧会に関連して広域幹線道路や鉄道網をはじめとする都

市基盤が整備され、これに伴い大阪都心と直結された江坂地区においては、企業などの集

積が進みました。現在は、市域のほぼ全域に市街地が広がり、都市基盤が整った状況にあ

ります。 

 

(3) 都市宣言 

本市では、３つの都市宣言を行っており、まちづくりの基本としています。 

①非核平和都市宣言 －昭和 58 年（1983 年）８月 

人類共通の願いである恒久平和の実現と核兵器の廃絶を願い、非核平和都市であるこ

とを宣言しています。 

②健康づくり都市宣言 －昭和 58 年（1983 年）10 月 

健康は、心ゆたかで活力に満ち充実した生活を営むための市民共通の願いとし、市民

の理解と参加を得て、健康づくり都市の実現に向けて取り組むことを宣言しています。 

③安心安全の都市（まち）づくり宣言 －平成 20 年（2008 年）３月 

市民、企業、行政が力を合わせて、安心してくらすことのできる安全なまち、いつま

でも誇りをもって住み続けたいと思えるまちづくりに取り組むことを宣言しています。  
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２. 吹田市の特徴 

(1) 交通の利便性 

本市は、名神高速道路、中国自動車道、近畿自動車道の結節点を有するとともに、市域

から 10km 圏内には JR 新大阪駅や大阪国際空港が位置しており、遠隔地との交通の便

に優れています。また、国道をはじめとする幹線道路や複数の鉄道路線が市内を通るとと

もに、多くの鉄道駅があり、大阪都心部や近隣都市との間の移動を容易にしています。ま

た、平成 31 年（2019 年）春にはおおさか東線（放出－新大阪間）が開通し、本市にも

新駅の設置が予定されており、さらなる利便性の向上が期待されています（図表 III-1）。 

このように本市は、広域交通の利便性に優れており、商業・業務施設が立地するうえで

有利な条件を備えています。また、大阪都心部などへの通勤・通学など日常的な市民生活

の利便性は、本市の住宅地としての魅力を高める大きな要因の１つとなっています。 

 

(2) 大学・研究機関・文化施設の充実したまち 

本市には５つの大学があり、多くの学生が通うまちです。また、国立循環器病研究セン

ターを中心とした国際級の複合医療産業拠点となる北大阪健康医療都市（健都）の取組が

進められているほか、理化学研究所の研究施設など国内有数の研究機関が立地しています。 

日本万国博覧会の会場跡地には、緑に包まれた広域公園があり、日本庭園や自然文化園、

国立民族学博物館などのほか、Ｊリーグガンバ大阪のホームスタジアムである市立吹田サ

ッカースタジアムが整備されています。市域には、市立の博物館や文化会館（メイシアタ

ー）なども設置されています（図表 III-1）。 

このように、多くの大学・研究機関や文化施設が立地しており、学術・研究・文化を育

む環境が充実しています。 

 

(3) 暮らしを支える生活関連施設 

国立循環器病研究センターや大阪大学医学部附属病院をはじめ、市民病院などの医療機

関が数多く立地して、市民生活の安心を支えています。 

また、コミュニティセンターや市民センターなどのコミュニティ施設、保育所や児童会

館、デイサービスセンターなどの福祉施設、図書館や公民館などの社会教育施設、そして

体育館や市民プールなどの体育施設など、さまざまな公共施設を地域に配置しています

（図表 III-1）。 
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図表 III-1 主要施設等 
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(4) 複合型都市 

本市は、鉄道網の整備や千里ニュータウンの建設、土地区画整理事業に伴う住宅地開発

などにより、大阪都市圏における住宅都市として発展してきました。一方、江坂駅周辺で

は卸売・小売業などの店舗や企業の集積がみられるとともに、市内には多くの大学が立地

しています。このように、本市は住宅都市でありながら、多くの企業や大学などを有する

複合型都市といえます。 

そのため、本市に住む就業者の６割が市外へ通勤する一方、市内の事業所で働く人の５

割以上が他市から通勤してきています。また、通学で市外に出る人よりも、通学で本市に

来る人が多くなっています。（図表 III-2）。 

 

(5) 地域ごとに異なる特色 

市域北部には、計画的なまちづくりが行われた千里ニュータウンや万博記念公園などに

おいて緑豊かな環境が形成されているとともに、文化・レクリエーション施設や大阪大学

などの学術・研究施設が集積しています。 

一方、市域南部には、大阪市に隣接する立地条件の良さなどを背景に、工業や商業など

の産業機能の集積がみられます。さらに、北大阪健康医療都市（健都）においては、医療

機関や医療関連企業などが集積する複合医療産業拠点の形成をめざすとともに、健康・医

療のまちづくりを進めています。 

また、かつて水上交通の要衝として、あるいは旧街道筋のまちとして栄えた地域や神社

への参拝者でにぎわった地域などでは、歴史的なまちなみの面影を今に残しています。 

このように、本市は、地域ごとに異なる特色をあわせもっており、それを生かしながら

まちづくりが進められてきました。 
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図表 III-2 通勤・通学の様子 

 

 

 

 

出典：総務省統計局「平成 27 年国勢調査」より作成 

※「吹田市在住で従業地が不詳または外国」の人口は、「吹田市在住で市内で従業」及び「吹田市在住で市

外で従業」の人口比で案分。「吹田市在住で通学地が不詳または外国」の人口も同様。 
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３. 人口の推移と将来人口の推計 

本市の人口は、近年、住宅の再開発を背景に増加し続けています。今後も、千里ニュー

タウンの建替えや新たな住宅建設により、当面の間は人口が増加する見込みですが、将来

的には人口が減少しはじめると予測されます。人口構造は、年少人口と生産年齢人口がい

ずれも減少している一方、老年人口は増加してきており、今後も少子高齢化が進展する見

込みです。また、高齢者の単独世帯についても、増加していくことが予測されます（図表

III-3、図表 III-4）。 

 

図表 III-3 吹田市の人口の推移と将来人口の推計 

 

 

図表 III-4 吹田市の将来世帯数の推計 

 

出典：平成 27 年まで総務省統計局「国勢調査」より作成 

平成 32 年以降は吹田市「吹田市第 4 次総合計画策定に係る人口推計について」より作成 
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４. 吹田市を取り巻く社会潮流 

(1) 人口減少と少子高齢化の進行 

わが国は、平成 20 年（2008 年）をピークに人口減少の時代に突入しています。また、

総人口の減少と同時に、少子高齢化が進展し人口構造も大きく変化しています。高齢化に

伴い、今後、医療・年金・介護といった社会保障費が増大するほか、生産年齢人口の割合

の減少により、働き手の減少や税収の減少など市民生活全般に大きな影響を及ぼすことが

懸念されており、今後の人口動向を十分に見据えた対応が必要となっています。 

 

(2) 経済情勢と働く環境の変化 

わが国の経済情勢は、1990 年代初めのバブル経済の崩壊や平成 20 年（2008 年）

の世界同時不況の影響から、長期的に厳しい状況が続いており、低成長率の傾向が定着し

ている状況にあります。雇用環境については、近年、失業率が改善している一方で、契約

社員やパート・アルバイトといった非正規雇用者の割合が高まっているなど、雇用形態が

変化してきています。また、女性の社会進出に伴う共働き世帯の増加などにより、都市部

での待機児童の増加などが社会問題となっています。そのような状況において、安心して

働きながら暮らすことができる環境の整備が求められています。 

 

(3) 安心安全に対する意識の高まり 

東日本大震災などの大規模な地震のほか、台風、ゲリラ豪雨などの自然災害が相次いで

発生し、また、子供や高齢者を狙った犯罪が多発しており、防災・防犯に対する市民の意

識が高まっています。日ごろから市民一人ひとりの安心安全に対する意識をより一層高め、

家庭や地域コミュニティ、行政などのさまざまなレベルでの備えを強化していくことが求

められています。 

 

(4) 環境問題への対応 

地球温暖化や環境負荷の増大、生態系の破壊など、世界的に環境問題が深刻化していま

す。持続可能な社会の実現に向け、低炭素社会への転換を進めるほか、資源の再利用・再

資源化を進めるなど循環型社会の構築や、生物多様性に配慮しながら限りある自然環境を

保全する自然共生社会の構築などの取組を進めていく必要があります。 

  

(5) 高度情報化社会の進展 

インターネットの利用率が年々上昇し、スマートフォンなどの携帯端末の普及やＳＮＳ

をはじめとした多種多様なサービスが飛躍的に発展し、いつでもどこでも情報交換や交流

することが可能となっています。一方で、サイバー犯罪や個人情報の漏えいなどが社会問

題となっており、セキュリティ対策や個人情報の保護、情報教育の充実が求められていま

す。 
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(6) 地方分権の推進と市民によるまちづくり 

地方分権改革が進められるなか、地方自治体の役割と責任の範囲が大幅に拡大していま

す。各自治体は、地域の実態や住民ニーズを把握しながら、質の高いサービスを効率的に

実施することが求められています。 

また、市民のライフスタイルや価値観が多様化するなか、画一的な行政サービスだけで

はさまざまな市民ニーズに対応することが困難になってきており、地域におけるコミュニ

ティ組織や市民団体、NPO などの役割がますます重要になってきています。 

 

(7) 公共施設の老朽化への対応 

さまざまな公共施設は、高度経済成長期のころに整備されたものが多く、これらの施設

の老朽化への対応が急務となっていますが、各自治体にとっては財政面などで大きな負担

となります。また、今後の公共施設の需要の変化もふまえ、中長期的な視点をもって計画

的に施設の更新や長寿命化を行うとともに、複合化や集約化などを含め、適切な施設整備

を進める必要があります。 
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IV．吹田市の将来像 
  

１. 将来像 

豊かなみどりに彩られた良好な生活環境。充実した医療・教育・研究環境と産業の集積。

歴史と文化が息づくまちなみ。活発な市民活動に裏付けられる高い市民力・地域力。

――吹田市は、昭和 15 年（1940 年）に市制を施行して以降、先人のたゆまぬ努力のも

と、暮らし全般において魅力ある住宅都市として深みを増しながら発展してきました。 
 

かつて本市は「ビールと操車場のまち」と呼ばれました。東洋一といわれた吹田操車場

の跡地は、北大阪健康医療都市（健都）に生まれ変わり、健康寿命の延伸をめざした先進

的な取組が進められようとしています。日本初のニュータウンである千里ニュータウンは、

まちびらきから 50 年以上が経過した現在も、計画的に建替えが進められ、さらなる成長

を続けています。また、日本万国博覧会の感動の面影を残した自然豊かな万博記念公園は、 

市民が誇りを抱く憩いの場となっているとともに、ガンバ大阪の本拠地である市立吹田 

サッカースタジアムなども建設され、市内外から多くの人が訪れています。こうした地域

資源は、本市のみならず北摂全体の活力と魅力を高める財産といえます。 
 

多くの都市で人口減少が進む中、本市の人口は現在も増加しています。しかし、本市に

おいても少子高齢化は着実に進み、いずれは人口が減りはじめることが予測され、医療・

介護などの社会保障に関する費用が増大するなど、さまざまな問題に直面していくことに

なります。さらに、高度経済成長期に集中的に整備された学校や道路、上下水道などの公

共施設の老朽化対策がピークを迎えようとしています。そのような中でも、まちの魅力の

維持・向上を図りながら、多様化・複雑化している市民ニーズや超高齢社会の課題などに

も柔軟に対応し、市民の暮らしを支えていかなければなりません。 

 

そのためには、市民と行政とがそれぞれの役割と責任のもと、地域の課題の解消に向け

た取組を進めることが重要です。これまで以上に、協働の取組を促進するなど、市民一人

ひとりが尊重される市民自治の理念に基づいたまちづくりを進める必要があります。また、

近隣自治体、企業、大学などとの連携を強化しながら、長期的な視点をもってまちづくり

を進める必要があります。 

 

これまで、高い市民力・地域力がまちづくりの原動力となり、さまざまな地域資源を生

かしながら、温かく豊かなまちがつくられてきました。変化の激しい時代にあっても、未

来を見据えてさまざまな課題に対応するための施策を実行し、まちの魅力や強みをさらに

高めながら、確実に将来世代へつなぎ、だれもが安心してすこやかで快適に暮らし続けら

れるまちをめざします。 
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２. 都市空間の方向性 

本市は、さまざまな市街地形成の経過や地形的条件をもつ個性豊かな地域で構成されて

います。その大部分を住宅地が占めますが、商業・業務、産業、文化・スポーツ・レクリ

エーション、学術・研究、健康・医療など、多様な都市機能も集積しています。 

それぞれの地域が持つ特性やポテンシャルをふまえながら、魅力ある都市空間の形成を

めざします（図表 IV-1）。 

(1) 地域ごとの特徴ある拠点の形成 

  地域の玄関口となる鉄道駅周辺は、都市全体の中心的な機能や地域の生活を支えるさま

ざまな機能が集積しており、地域ごとの特性に応じた拠点の形成を図ります。 

  

（各拠点のまちづくり方針） 

 □都市拠点（都市機能が集積する拠点） 

●JR 吹田駅周辺     商店街などの活性化の動きと連携を図りながら商業空間としての拠点 

●阪急吹田駅周辺     各種の公共施設の集積を生かした市民生活の中心的な機能をもつ拠点 

●江坂駅周辺        交通利便性などを生かした商業・業務機能が高度に集積する拠点 

●岸辺駅周辺         北大阪健康医療都市（健都）として医療産業などが集積する拠点 

●万博記念公園周辺   文化・スポーツ・レクリエーション機能が集積した広域性の高い拠点 

□地域拠点（地域の中心となる拠点） 

●その他の鉄道駅周辺 生活関連機能の充実などを図りながら地域の中心となる拠点 

 

(2) 都市間・市内のネットワークの形成 

地域の拠点で展開される活動を活発化するため、都市間や市内の拠点間の広域的なネッ

トワークを形成し、人、物、情報の交流を図ります。 

 

（ネットワークの形成） 

●都市間のネットワーク  大阪都心部や北大阪地域、さらには阪神地域・京阪地域など、周辺

都市との結びつきを強めるネットワーク 

●市内のネットワーク    市内の拠点間の連携を図るネットワーク 

 

(3) 人と自然の共生空間の形成 

市域全体が市街化されているなか、市街地内に残る貴重な自然環境は、生物多様性の保

全、良好な環境の確保、潤いのある景観の形成、レクリエーションの場や防災機能の提供

など、さまざまな面から重要な役割を担っています。そのような自然環境の規模やつなが

りを確保するなど、人と自然の共生空間の形成を図ります。 

 

（市街地内の自然環境の例） 

●安威川や神崎川に残る河川の自然環境 

●千里丘陵南端部の斜面緑地をはじめとする竹林やため池などの自然環境 

●千里ニュータウンや万博記念公園を中心に整備された大規模な公園などの豊かなみどり 
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図表 IV-1 都市空間の方向性 
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V．施策の大綱 

 

将来像を実現するための基本方向を、８つの分野に分けて「施策の大綱」として示しま

す。 

また、すべての分野に共通する３つの視点を「取組の視点」として示します。 
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施策の大綱 

 

大綱１ 【 人権・市民自治 】 

  平和の尊さを重んじ、性別などにかかわりなく市民一人ひとりがお互いの個性や価値観

の違いを認め合う豊かな人権感覚を育み、だれもが対等な社会の構成員として暮らせるま

ちづくりを進めます。また、市民と行政との協働による取組を進めるとともに、地域にお

ける多様なコミュニティ活動の支援に努めるなど、市民自治の確立に向けて取り組みます。 

 

（想定される施策）平和、人権、男女共同参画、市民自治、開かれた市政 

大綱２ 【 防災・防犯 】                 

さまざまな災害に対応するため防災・減災対策や消防体制を充実させるとともに、市民

が犯罪やトラブルに巻き込まれることを未然に防ぐための取組を進めます。また、地域で

の助け合いや市民の意識向上を支援するとともに、市民、企業、関係機関との連携のもと、

だれもが安心して安全に暮らせるまちをめざします。 

 

（想定される施策）防災、防犯、消防、消費生活 

大綱３ 【 福祉・健康 】 

高齢者や障がい者をはじめ、だれもが住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らし続

けられるまちづくりに取り組みます。また、健康寿命の延伸をめざし、すこやかで心豊か

に暮らせる健康・医療のまちづくりに取り組みます。 

 

（想定される施策）高齢者福祉、障者福祉、地域福祉、健康・医療 

大綱４ 【 子育て・学び 】  

安心して子供を産み育てることができ、すべての子供の育ちが尊重されるとともに、豊

かに学ぶことができるよう、家庭、地域、学校などの連携・協働のもと、子育て・教育環

境の充実をめざします。また、すべての市民が生涯にわたって学べる環境を整えるととも

に、学びの活動を通じて人と人、人と地域がつながるまちづくりに取り組みます。 

 

生涯学習 

大綱５ 【 環境 】 

持続可能な社会の実現をめざし、市民が親しみをもてるような貴重な自然を守り育てる

とともに、安全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を確保し、低炭素、

資源循環、自然共生を基調としたまちづくりを進めます。 
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定される施策）生活環境、 

大綱６ 【 都市形成 】  

安心で快適に暮らせる魅力ある都市空間を形成するため、さまざまな都市機能の充実を

図ります。また、市民の暮らしを支える道路などの都市施設について、災害に対する備え

や環境負荷の軽減などに配慮しながら、計画的な整備や維持管理・更新を行います。 

（想 

 

大綱７ 【 都市魅力 】 

大学のあるまちといった強みや、文化、スポーツなどの活動を通じて育まれた市民の

つながりなどを地域資源として活用しながら、これまで受け継がれてきた魅力を発信す

るなど、市民のまちに対する愛着を深め、いっそうの魅力向上をめざします。また、地

元企業の事業活動や創業を支援することにより、雇用の創出や地域経済の活性化をめざ

します。 

 

（想策）産業振興、雇用・就労、観光、文化、スポーツ、内外交流、魅力発 

大綱８ 【 行政経営 】  

持続可能なまちづくりを実現するため、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理のもと施策

を推進するとともに、公共施設などの資源を長期的に有効活用できるよう公共施設の最

適化に取り組むなど、効果的かつ効率的な行政経営を行います。また、市民にとって身

近な基礎自治体として、地方分権の進展に伴う権限移譲に対応するなど自主・自立のま

ちづくりに努めます。 
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取組の視点 

 

視点１ 【 分野を超えた連携 】 

総合計画では、分野ごとに取り組むべき施策を体系化して示しています。しかし、実

際の市民生活における問題や課題は、複数の行政分野にわたる複雑な要因から生じてい

る場合があり、１つの行政分野における取組だけで解決できるとは限りません。そのよ

うな課題に的確に対応し、より効果的・効率的に取組を進められるよう、必要に応じて

横断的かつ柔軟な体制を構築するなど、いわゆる縦割りにとらわれず総合的な視点をも

ったまちづくりに努めます。 

 

 

視点２ 【 市民と行政との協働 】 

多様化・複雑化している課題や市民ニーズにきめ細かく対応するためには、地域で活

動するさまざまな団体や大学、事業者、行政がお互いの特性と強みを生かしながらまち

づくりを進めることが重要です。まちづくりのあらゆる場面において、多様な市民の参

画を促進するとともに、公益的な活動の担い手の拡大を図るなど、これまで以上に、市

民と行政との協働の促進に努めます。 

 

 

視点３ 【 地域の特性を生かしたまちづくり 】 

本市は、歴史的な面影を残す地域や、計画的に住宅開発や道路・公園などの整備が進

められた地域、工業や商業が集積する地域など、さまざまな特性をもった地域から成り

立っています。地域の特性を生かした魅力あるまちづくりを進めるとともに、さまざま

な課題を解消していくため、地域ごとの特性や課題を把握することが重要です。 

地域の実情に応じた圏域設定を行い、地域の特性や課題を把握・分析しながら取組を

進めるなど、地域の特性を生かしたまちづくりに努めます。なお、圏域設定は、小学校

区単位や、一定の生活圏域を広域的に区分するブロック単位などを、柔軟に組み合わせ

て行うこととします。 
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I．体系図 
 
 

 

 
 
 
  

将
来
像 

1 非核平和への貢献

2 人権の保障

3 男女共同参画の推進

1 情報共有の推進

2 市民参画・協働の推進

3 コミュニティ活動への支援

1 危機管理体制の充実

2 防災力・減災力の向上

3 消防・救急救命体制の充実

1 防犯力の向上

2 消費者意識の向上

1 生きがいづくりと社会参加の促進

2 暮らしを支える支援体制の充実

3 介護保険制度の安定的運営

1 生活支援など暮らしの基盤づくり

2 社会参加の促進

1 地域福祉の推進

2
生活困窮者への支援と
社会保障制度の適正な運営

1 健康づくりの推進

2
健都を生かした健康づくりと
医療イノベーションの促進

3 地域医療体制の充実

1 就学前の教育・保育の充実

2 地域の子育て支援の充実

3 配慮が必要な子供・家庭への支援

1 学校教育の充実

2 学校教育環境の整備

1 青少年の健全育成

2 放課後の居場所の充実

1 生涯学習活動の支援

2 生涯学習環境の整備

青少年がすこやかに
育つまちづくり

生涯にわたり学べる
まちづくり

子育て・
学び

平和と人権を尊重する
まちづくり

市民自治による
まちづくり

災害に強く安心して
暮らせるまちづくり

犯罪を許さない
まちづくり

高齢者の暮らしを
支えるまちづくり

障がい者の暮らしを
支えるまちづくり

地域での暮らしを
支えるまちづくり

子育てしやすい
まちづくり

学校教育の充実した
まちづくり

4
健康・医療の
まちづくり

福祉・
健康

4

1

2

3

4

2

1

2

3

1

2

3

防災・
防犯

大綱 政策 施策

1

1

2

人権・
市民自治
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実
施
計
画 

1 低炭素社会への転換の推進

2
資源を大切にする
社会システムの形成

3
安全で健康な生活環境の保全と
自然共生の推進

1 土地利用誘導と良好な景観形成

2 良好な住環境の形成

3 みどりの保全と創出

1 道路などの整備

2 水道の整備

3 下水道の整備

4 交通環境の整備

1 産業振興と創業支援

2
就労と働きやすい環境づくりへの
支援

1 文化の振興

2 文化財の保存と活用

3 地域におけるスポーツの振興

1 魅力の向上と発信

2
本市独自の強みを
生かしたまちづくり

1 効果的・効率的な行財政運営の推進

2 公共施設の最適化

3 人材育成の推進

4 ＩＣＴの利活用

8 行政経営

7 都市魅力

1

3

安全・快適な都市を
支える基盤づくり

文化・スポーツに
親しめるまちづくり

2

行政資源の効果的活用1

地域経済の活性化を
図るまちづくり

市民が愛着をもてる
まちづくり

大綱 政策 施策

5 環境 1
環境先進都市の
まちづくり

6 都市形成

1
みどり豊かで安全・
快適な都市空間づくり

2

1

2

3

取組の視点

分野を超えた連携

市民と行政との連携

地域の特性を生かしたまちづくり
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II．基本計画推進のために 
 

１. 基本計画の進行管理 

(1) PDCA サイクルによる進行管理 

基本計画で示す政策・施策は、毎年度、具体的な事業を盛り込んだ実施計画を策定しな

がら、個別の事業によって実施されます。また、実施した事業の成果や進捗状況は、行政

評価により把握・分析し、その評価結果を実施計画の策定に生かすことで、取組の改善や

成果の向上を図ります。 

そのような、Plan（計画）‐Do（実施）‐Check（評価）‐Action（改善）のサイク

ル（ＰＤＣＡサイクル）に沿って基本計画の進行管理を行い、効果的・効率的に取組を推

進します（図表 II-1）。 

 

 

図表 II-1 ＰＤＣＡサイクルによる進行管理の流れ 

 

 

  

Action

（改善）

Plan

（計画）

Do

（実施）

Check

（評価）
行政評価により、
毎年度の取組の成果
や進捗状況を把握・
分析します。

評価結果を踏まえ、
事業の改善を図り
ます。

実施計画に基づき、
さまざまな事業を
実施します。

毎年度、実施計画を
策定し、予算を編成
します。
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(2) Check（評価）の考え方 

基本計画では、各施策の取組の目標や方向性を共有するとともに、実施した取組の成果

や進捗状況を客観的に評価するため、「施策指標」を設定しています。施策指標を活用し、

行政評価により基本計画の進行管理を行います。 

また、施策指標とは別に、さまざまな施策や政策を実現することで向上をめざす「市民

意識指標」を設定しています。市民意識指標は、まちづくりのさまざまな場面に関わる市

民の意識や行動、満足度などの観点から、実施した取組の成果を把握・分析するために活

用します。 

 

 

（行政評価） 

● 毎年度、行政評価により、実施した取組の成果や進捗状況を把握・分析します。その

際、施策指標や新公会計制度の財務諸表などを十分に活用します。なお、行政の取組

の成果は、数値や費用対効果だけで測ることは困難なものも多いことから、数値では

表せない成果等についても評価を行うよう留意する必要があります。 

  

 （施策指標） 

● 施策指標は、取組を行うことで実現する成果や、目標に向けて取組をどれだけ行うか

の活動量などを指標とし、取組の成果や進捗状況をできるだけわかりやすく、客観的

に評価できるものを設定することとします。 

 

● 施策指標は、社会経済状況の変化や取組の進捗状況などを踏まえ、行政評価の際に、

必要に応じてより適切な指標を再設定することとします。 

 

（市民意識指標） 

● 市民意識指標は、市民の意識や行動、満足度などを指標として設定します。基本計画

の見直しや次期総合計画の策定の際、その他必要に応じて、市民意識指標の進捗状況

を確認します。また、市民意識指標は、4 年に 1 回を基本とする市民意識調査により

調査を行います。 

 

 

  



26 

 

２. 個別計画による各分野の取組の推進 

総合計画では、市のめざす将来像を示し、その実現に向けた各分野の目標や取組の方向

性を政策・施策として示しています。 

各分野において取組を実施するにあたっては、分野ごとの課題を詳細に整理したうえで、

より具体的な施策や事業を検討します。そのため、必要に応じて、各分野の個別計画によ

り総合計画の補完・具体化を行いながら、さまざまな取組を進めます（図表 II-2）。 

また、個別計画の推進にあたっては、行政評価などの活用を図りながら、適切な進行管

理を行うこととします。 

 

● 各分野の個別計画では、対象となる分野の課題を整理し、目標や方針を掲げ、その実

現に向けた具体的な取組などを示します。 

 

● 取組を効果的・効率的に推進するため、個別計画は、次の内容を盛り込むことを基本

とします。 

      ・計画の目標年次 

・取組の成果や進捗状況を測るための数値目標や指標 

・ＰＤＣＡサイクルによる進行管理の仕組み 

・取組を実施する部署及び連携を行う部署 

    

図表 II-2 総合計画と各分野の個別計画の関係 

 

 

基本構想

基本計画

実施計画

総合計画 各分野の個別計画

人権・市民自治

●人権施策基本方針
●男女共同参画プラン

福祉・健康

●地域福祉計画
●健康すいた21

子育て・学び

●子ども・子育て支援事業計画
●わが都市すいたの教育ビジョン

環境

●環境基本計画

都市形成

●都市計画マスタープラン
●みどりの基本計画

都市魅力

●商工振興ビジョン
●シティプロモーションビジョン

行政経営

●公共施設総合管理計画
●情報化推進計画

補完・
具体化

防災・防犯

●地域防災計画

（個別計画の例）
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３. 財政運営の基本方針  

(1) 財政運営の基本方針 

今後、少子高齢化の進展に伴う社会保障関係経費の増大や、公共施設の老朽化対策に要

する経費の増大などにより、財政状況が厳しくなっていくことが見込まれます。そのよう

な中でも、基本計画に基づく取組を着実に実行していくため、財政の健全性の維持と将来

への必要な投資の両立を図りながら持続可能な財政運営を行います。 

 

(2) 目標 

① 市民ニーズに柔軟に対応できる財政構造を維持します。 

経常的な収入に対して、義務的経費（扶助費、人件費、公債費）などの固定的な費

用が占める割合が高まると、財政構造の弾力性が乏しくなり、社会経済状況の変化に

対応した本市独自の取組を行う余裕がなくなります。市民ニーズに柔軟に対応できる

財政運営を行えるよう、効果的・効率的に事業を実施するとともに、事業の選択と集

中を図り、弾力性のある財政構造の維持に努めます。 

 

 

 

② 継続して安定的な財政運営を行うための備えを確保します。 

経済状況の変化による収入の減少、災害の発生に伴う支出の増加などに対応し、継

続して安定的な財政運営ができるよう、財政調整基金（年度間の財源の不均衡を調整

するための基金）の確保に努めます。 
 

 

 

③ 将来世代への過度な財政負担を抑制しながら、本市の魅力の維持・向上を図 

るための必要な投資を行います。 

今後、公共施設の老朽化対策を行いながら、本市の魅力や強みが増すようなまちづ

くりを進めるための投資を進めていく必要があります。そのような中でも、将来世代

に過度な財政負担を残さないよう、適正な市債管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 収支見通し（試算） 

今後の財政運営の参考とするため、平成40年度までの財政収支について試算しました。 

試算にあたって、地方財政制度や社会保障制度などの将来的な制度変更を予測するのは

困難であるため、原則、現行制度が今後も継続するものと想定し、将来人口の推計や過去

の実績などを勘案しました（図表 II-3）。  

※経常収支比率…財政構造の弾力性を示す指標で、経常的な収入のうち、義務的経費などの支出に使

われる費用の割合。 

※公債費比率…公債費の標準財政規模（標準的な状態で通常見込まれる経常的な収入の規模）に対す

る割合。 

※赤字地方債…臨時財政対策債など、財源不足に対応するため特例的に発行する市債。 

◆ 経常収支比率 95％以下 （平成 28 年度 95.６%） 

◆ 財政調整基金の残高 概ね 100 億円を確保 （平成 28 年度 106.3 億円） 

◆ 公債費比率 10％以下 （平成 28 年度 7.5%） 

◆ 市債残高の標準財政規模に対する割合 100％以下 （平成 28 年度 66.2％） 

◆ 赤字地方債の発行は、極力抑制 （平成 28 年度 発行なし） 
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図表 II-3 収支見通し（一般会計） 

 

資料：吹田市「吹田市第４次総合計画『財政運営の基本方針』の検討資料」から 

275 281 284 287 291 294 297 301 304 308 311 315 318

230 232 232 239 234 232 232 235 234 240 231 233 233

53 52 52 54 52 54 57 57 54 52 49 47 45

153 159 145 138 99 114 75 80 80 80 80 80 80

500
525 527 529

532
548

548 546 543 547 548 549 550

1,211
1,249 1,240 1,248

1,209
1,243

1,209 1,219 1,214 1,225 1,219 1,222 1,226

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

（億円）

扶助費 人件費 公債費 普通建設事業費 その他

義務的

経費

投資的

経費

物件費、

補助費等、

繰出金

など

【歳 出】

（投 資 的 経 費）

655 659 656 659 652 638 639 640 640 640 640 640 640

313 323 330 341 339 333 329 334 336 339 342 344 347

89 87 94 98 106 115 114 113 119 118 117 121 121
56 62 61 63 54 58 38 38 38 38 38 38 38
121 127 109 96 90 124

104 94 79 79 79 79 80

1,234 1,257 1,250 1,256 1,242 1,268
1,224 1,219 1,213 1,214 1,216 1,223 1,227

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

（億円）

市税 国・府支出金 譲与税・交付金 市債 その他
【歳 入】

（決算額） （決算見込額）

（決算額） （決算見込額）

（義 務 的 経 費）

[億円]

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

23 9 10 9 33 25 15 0 △ 1 △ 11 △ 3 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 3 0 0

23 9 10 9 33 25 15 0 0 0 0 1 1

補てん額
（財政調整基金の取崩額）

補てん後の差引額

差  引  額
（歳入合計－歳出合計）
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III．政策・施策 
 

大綱１ 人権・市民自治 

政策 1 平和と人権を尊重するまちづくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

市民一人ひとりの人権が尊重され、だれもが対等な社会の構成員と

して平和に安心して暮らせるまち 

  

現状と 

課題 
 

本市では、恒久平和の実現と核兵器の廃絶を願い、「非核平和都市宣言」

を行い、啓発などに取り組んできました。しかし、世界各地では、今なお

テロや紛争などの問題が起こっており、平和祈念資料館を中心に、平和の

尊さへの理解を深める取組を進めていく必要があります。 

人権尊重の意識の高まりは国際的な潮流となっており、本市においても

さまざまな啓発活動や人権教育などに取り組んでいます。しかし、差別や

偏見などの人権侵害の事例は依然として見られるとともに、LGBT など性

的マイノリティの人に対する配慮なども課題となっており、人権問題の解

消に向けた取組を一層進めていく必要があります。 

また、女性の社会進出が進んでいる一方で、社会には性別による固定的

な役割分担意識が未だ根強く残っており、男女共同参画社会の実現の障害

となっています。さらに、ドメスティック・バイオレンス(DV)が深刻化

しており、本市では、女性への暴力や児童虐待の防止を一体として捉え、

「W リボンプロジェクト」などの啓発活動を進めてきました。今後も男女

共同参画社会の実現や DV などの暴力の防止に向け、取組の充実を図る必

要があります。 
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施 策 

1-1-1 非核平和への貢献 市民部 

平和に対する市民の意識の高揚を図るため、戦争の悲惨さや平和の尊さを後世に伝えるた

めの啓発などを行います。 

1-1-2 人権の保障 市民部・学校教育部 

さまざまな人権問題の解消に向け、あらゆる機会を通じて、人権に関する啓発や教育を行

うとともに、性的マイノリティの人に対する配慮など新たな人権課題に取り組みます。ま

た、人権問題に関して悩みや不安を抱える市民に対し、相談などの支援を行います。 

1-1-3 男女共同参画の推進 市民部 

男女共同参画に関する意識改革を図り、性別にかかわらず対等な立場で働き暮らすことが

できる環境を整えるため、啓発などの取組を進めます。また、DV などの暴力に悩む市民

への相談などを行うとともに、DV 防止に向けた啓発などの取組の充実を図ります。 

 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

1-1-1 平和祈念資料館の年間利用者数 
50,827人 

(H28年度) 
60,000人 

1-1-2 
人権に関する啓発活動や講演会などへの年間

参加者数 

53,928人 

(H28年度) 
58,000人 

1-1-2 
標語やポスターなど人権をテーマにした作品

を市の事業へ応募した小・中学校の数 

38校 

(H28年度) 
54校 

1-1-3 
市職員の管理職（課長代理級以上）における女

性の割合 

24.6％ 

(H29年度) 
30% 

1-1-3 
交際相手からの暴力（デート DV）に関する中

学生を対象とした啓発講座の実施校数 

4校 

(H28年度) 
18校 

 

 

 

 

 

 

   

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

○人権施策基本方針 ○すいた男女共同参画プラン 

○わが都市すいたの教育ビジョン 

▶▶▶ 関連する主な条例 

○人権尊重の社会をめざす条例 ○男女共同参画推進条例 
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大綱１ 人権・市民自治 

政策２ 市民自治によるまちづくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

市民自治の確立に向けて、市民と行政とがそれぞれの役割を担うと

ともに、市民自らが地域課題の解決に向けて行動するまち 

  

現状と 

課題 
 

多様化する市民ニーズに対応し、地域の特性を生かしたまちづくりや、

地域課題の解消のため、市民自治によるまちづくりを進める必要がありま

す。そのためには、地域課題や市政に関する情報を市民と行政とで共有し、

市民参画と協働の取組を広げていくことが重要です。 

本市では、パブリックコメントの実施や審議会などにおける意見聴取に

より市民意見を市政へ反映するとともに、市民公益活動センター（ラコル

タ）の設置など、市民公益活動への支援や、さまざまな分野において市民

団体や事業者との協働の取組の推進に努めてきました。また、福祉、環境、

文化などのさまざまな分野での市民活動や、地域での自主的なまちづくり

活動など、活発な市民活動は本市の強みとなっています。一方で、少子高

齢化や核家族化の進展、ライフスタイルの多様化により、自治会加入率の

低下など地域コミュニティの希薄化や、地域活動の担い手不足などが課題

となっています。さまざまな世代の知識や経験を生かした地域コミュニテ

ィの活性化や、地域活動の担い手の育成が進むよう、支援する必要があり

ます。 
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施 策 

1-2-1 情報共有の推進 総務部・市民部 

市政に関する情報を市民と行政とで共有するため、市のホームページや「市報すいた」な

どにより、市民にとってわかりやすい情報提供を行います。また、情報公開制度を円滑に

運用し、市民の知る権利を保障するとともに、適正な個人情報保護の徹底を図ります。 

1-2-2 市民参画・協働の推進 市民部 

市民参画が進むよう審議会などへの市民委員の参画の促進や広聴・相談体制の強化を図り

ます。また、さまざまな団体などとの協働の取組を進めるとともに、市民公益活動への支

援を行います。 

1-2-3 コミュニティ活動への支援 市民部 

コミュニティの活性化を図るため、自治会や市民団体などの活動への支援を行います。ま

た、地域の実情に合わせた活動の場づくりに取り組みます。 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

1-2-1 市のホームページの閲覧者数（月平均） 
128,339人 

(H28年度) 
200,000人 

1-2-2 
市民委員の公募を行っている審議会などの割

合（公募不可なものを除く） 

78.8％ 

(H28年度) 
100％ 

1-2-2 
市民公益活動センター（ラコルタ）の年間利用

者数 

63,197人 

(H28年度) 
70,000人 

1-2-3 自治会加入率 
51.6％ 

(H28年度) 
60％ 

1-2-3 
コミュニティセンターや市民センターなどコ

ミュニティ施設の年間利用件数 

43,604件 

(H28年度) 
48,000件 

 

 

 

 

 

 

 

   

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

― 

▶▶▶ 関連する主な条例 

○自治基本条例 ○吹田市民の意見の提出に関する条例 

○情報公開条例 ○個人情報保護条例 
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大綱２ 防災・防犯 

政策１ 災害に強く安心して暮らせるまちづくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

一人ひとりの防災意識と地域防災力・減災力が高まり、災害に強い

まち 

  

現状と 

課題 
 

想定を上回る大規模な自然災害をはじめ、テロや新型感染症など、さま

ざまな危機事象への対応が進められる中、市民の防災対策への関心も非常

に高くなっており、さらなる取組の強化が必要です。 

災害への備えや対応として、本市では、防災行政無線屋外拡声局の増設

といった防災施設の整備、災害用備蓄の充実、高度救助隊の発足、防災ハ

ンドブックの作成・配布や防災講座などの取組を進めてきました。また、

高齢化に伴い、年々増加する救急出動件数への対応として、救急隊の増隊

を行いました。しかし、行政による「公助」には限界があり、自分の命は

自分で守る「自助」、地域の助け合いによる「共助」が重要です。本市は、

「安心安全の都市（まち）づくり宣言」を行い、市民、事業者との協働の

もと、安心安全に関する取組を進めてきました。 

さまざまな危機事象に備えるとともに、被害を最小限に抑えるため、消

防、救急救命など現場対応力の充実を図り、関係機関と連携しながら、危

機管理体制を強化していく必要があります。地域においては、自主防災組

織や消防団などによる助け合いの取組が重要になる一方で、高齢化などに

よる活動の担い手不足が課題となっています。一人ひとりの防災意識の向

上を図るとともに、地域防災力・減災力の向上に向けた取組の充実が必要

です。 
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施 策 

2-1-1 危機管理体制の充実 総務部 

自然災害などさまざまな危機事象に、迅速かつ的確に対応するため、防災協定の締結など

を含む関係機関との連携を進め、情報伝達体制や災害対応力などの強化を図ります。また、

災害時にも、優先すべき行政サービスが適切に提供できるよう、業務継続体制の充実を図

ります。 

 

2-1-2 防災力・減災力の向上 総務部 

市民の防災意識や地域防災力・減災力の向上を図るため、地域が主体となった講座や訓練

などの取組が進むよう、市民への意識啓発や自主防災組織活動への支援などを行います。 

2-1-3 消防・救急救命体制の充実 消防本部 

火災、救急、救助などに迅速かつ的確に対応できるよう、消防力の充実・強化を図ります。

また、消防団や自主消火組織などを育成するとともに、火災予防や応急手当などに関する

普及啓発を行います。 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

2-1-1 各種団体との防災協定締結数 
55件 

（H28年度） 
100件 

2-1-2 連合自治会単位での自主防災組織の結成率 
67.6％ 

（H28年度） 
100％ 

2-1-3 消防団員数 
178人 

（H29年） 
250人 

2-1-3 普通救命講習等の年間受講者数 
9,352人 

（H28年） 
10,000人 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

○地域防災計画 ○国民保護計画 〇業務継続計画 

▶▶▶ 関連する主な条例   
― 
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大綱２ 防災・防犯 

政策２ 犯罪を許さないまちづくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

一人ひとりの防犯意識や犯罪を許さないという気運が高まり、だれ

もが安心安全に暮らせるまち 

  

現状と 

課題 
 

本市は、「安心安全の都市（まち）づくり宣言」を行い、市民、事業者

との協働のもと、安心安全に関する取組を進めてきました。市内の犯罪は

減少傾向にありますが、依然として、空き巣やひったくりのほか、女性や

子供、高齢者を狙った犯罪が多発しています。特に、近年は、高齢者を狙

った特殊詐欺やインターネットを利用した新たな悪徳商法なども増加し

ています。 

そのような中、本市では、犯罪が多発している地域への防犯カメラの設

置や青色防犯パトロールの活動支援など、地域における見守りの強化や消

費生活センターでの相談、啓発などを進めています。一人ひとりの防犯意

識を高めるとともに、地域防犯力の向上に向けた、より一層の取組が必要

です。 
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施 策 

2-2-1 防犯力の向上 総務部 

地域の防犯力を向上するため、地域の見守り活動の支援などを行います。また、市民一人

ひとりの防犯意識を高めるため、警察や防犯協議会などと連携した防犯講座や広報活動な

どに取り組みます。 

2-2-2 消費者意識の向上 市民部 

詐欺などの被害を未然に防止するため、消費者教育や啓発を進めます。また、多様化・複

雑化する消費生活相談に的確に対応できるよう、関係機関との連携を強化しながら、消費

者保護の取組を進めます。 

 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

2-2-1 防犯に関する講座の年間受講者数 
848人 

（H28年度） 
1,500人 

2-2-2 消費者向けの講座の年間受講者数 
504人 

（H28年度） 
600人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

▶▶▶ 関連する主な個別計画   
― 

▶▶▶ 関連する主な条例 

○消費生活条例  
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大綱３ 福祉・健康 

政策１ 高齢者の暮らしを支えるまちづくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

高齢者が住み慣れた地域ですこやかに、安心して暮らし続けられる

まち 

  

現状と 

課題 
 

 

 全国と比較すると緩やかではあるものの、本市においても 65 歳以上人

口は年々増加しており、平成 25 年には高齢化率が 21％を超える「超高

齢社会」となりました。地域によって高齢化の状況は異なっており、すで

に高齢化率が 30％近くになっている地域もあります。また、ひとり暮ら

しの高齢者や「老老介護」の負担を抱える世帯も増えてきています。 

 本市では、高齢者生きがい活動センターの設置や「吹田市民はつらつ元

気大作戦」など、高齢者の生きがいづくりや介護予防の取組を進めていま

す。また、地域包括支援センターの増設など身近な場所での相談・支援体

制の充実を図るなど、高齢者を地域で見守り支え合える体制づくりを進め

ています。 

今後、本市においても高齢化はますます進展し、平成 37 年には、いわ

ゆる「団塊の世代」がすべて 75 歳以上となることから、後期高齢者の人

口が大幅に増加し、医療や介護の需要が増大していくことが見込まれてい

ます。 

そのような中、高齢者一人ひとりが住み慣れた地域で安心して暮らし続

けられるよう、生きがいづくりなどの機会や、住まい、医療、介護、予防、

生活支援の各サービスが切れ目なく一体的に提供される地域包括ケアシ

ステムを構築する必要があります。高齢者を見守り支え合える地域をつく

るとともに、持続可能な介護保険制度の運営に努める必要があります。 
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施 策 

3-1-1 生きがいづくりと社会参加の促進 福祉部 

高齢期を迎えても生きがいを持って、地域で健康に暮らすことができるよう、生涯学習やス

ポーツなどを通じた生きがいづくりの活動や就労、地域活動などの社会参加への支援を進め

ます。 

3-1-2 暮らしを支える支援体制の充実 福祉部・健康医療部 

可能な限り自立した生活を送れるよう、健康保持のための取組や介護予防の普及啓発などを

進めます。また、住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、身近なところでの相談・支援や

在宅生活を支援するサービスの充実を図るとともに、在宅医療と介護の連携を進めるなど、

地域全体で支え合う体制づくりを進めます。 

3-1-3 介護保険制度の安定的運営 福祉部 

質の高い介護サービスを安定的に供給できるよう、持続可能な介護保険制度の運営に努めま

す。介護ニーズの増加に対応するため、人材確保やサービスの質の向上を図るための取組な

どを行います。 

 

 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

3-1-1 高齢者生きがい活動センターの年間利用者数 
52,278人 

(H28年度) 
59,500人 

3-1-2 
後期高齢者のうち、要支援・要介護の認定を受

けている人の割合 

34.4％ 

（H28年度） 
32％ 

3-1-2 認知症サポーターの養成数（累計） 
17,403人 

（H28年度） 
57,700人 

3-1-3 
受けている介護サービスに満足している利用

者の割合 

67.8％ 

（H28年度） 
70％ 

 

 

 

 

   

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

○高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 ○地域福祉計画 

▶▶▶ 関連する主な条例 

○吹田市民のくらしと健康を支える福祉基本条例 
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大綱３ 福祉・健康 

政策２ 障がい者の暮らしを支えるまちづくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

障がいの有無にかかわらず、住み慣れた地域で安心して育ち、学び、

働き、暮らし続けられるまち 

  

現状と 

課題 
 

 

本市では、障がい者手帳を所持する人が年々増加しており、平成 28 年

度末においては、市民のおよそ 20 人に 1 人が障がい者手帳を所持してい

ます。 

障がいの有無にかかわらず、個人として尊重され、ともに暮らせる社会

を実現するため、障がい者にとっても暮らしやすいまちづくりを進める必

要があります。また、地域社会、学校、職場など、暮らしのさまざまな場

面において、障がいに対する理解や配慮が求められています。 

そのような中、障がい者それぞれの状況に応じて、地域で安心して自立

した暮らしを送ることができるよう、生涯にわたる切れ目のない相談・支

援体制を構築する必要があります。また、障がい者に対する就労支援や働

きやすい環境を整えるための啓発を進めるなど、障がい者の社会参加を促

進する必要があります。 
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施 策 

3-2-1 生活支援など暮らしの基盤づくり 福祉部 

障がい者が地域で生活するために必要な支援の充実を図るとともに、グループホームなどの

住まいの場の確保に向けた取組を進めます。また、多様なニーズに対応できる相談・支援体

制の構築を図ります。 

3-2-2 社会参加の促進 福祉部 

障がい者の社会参加の促進のため、余暇活動など外出時の移動支援などを進めます。また、

就労支援の充実や福祉的就労の場における工賃向上のための取組を進めます。さらに、障が

いに対する理解の促進や差別解消のため、啓発などに取り組みます。 

 

 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

3-2-1 
ホームヘルプなど訪問系サービスの利用者数

（月平均） 

1,274人 

（H28年度） 
1,800人 

3-2-1 グループホームの利用者数（月平均） 
337人 

（H28年度） 
700人 

3-2-2 移動支援事業の利用者数（月平均） 
1,059人 

（H28年度） 
1,200人 

3-2-2 
「就労継続支援（非雇用型）事業所」における

工賃の平均月額 

13,187円 

（H27年度） 
18,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

○障がい者計画 ○障がい福祉計画 ○地域福祉計画 

▶▶▶ 関連する主な条例 

○吹田市民のくらしと健康を支える福祉基本条例 
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大綱３ 福祉・健康 

政策３ 地域での暮らしを支えるまちづくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

地域福祉活動と総合的な生活保障により、だれもが地域で互いに支

え合いながら、安心して暮らせるまち 

  

現状と 

課題 
 

少子高齢化や核家族化の進展、地域での人と人のつながりの希薄化など

により、本市においても、介護の悩みを抱える人や、子育てに不安を抱え

る人、経済的に困窮している人など、支援を必要とする人が増えています。

また、高齢者福祉、障がい者福祉、子育て支援などのさまざまな分野の課

題が絡み合って複雑化し、分野を超えた総合的な支援を必要とする人もい

ます。 

行政の取組だけでは、住民の暮らしを全面的に支えることはできず、住

民同士の助け合い活動が重要です。本市では、さまざまな地域福祉活動が

活発に行われています。一方で、少子高齢化の進展や地域コミュニティの

希薄化などにより、活動を担う人材の育成などが課題となっています。地

域住民の暮らしに寄り添って支える地区福祉委員会活動や民生委員・児童

委員活動などの地域福祉活動への支援を強化しながら、住民の地域福祉活

動への参加を促進する必要があります。 

また、生活困窮者などへの就労支援、保健・医療、福祉などの総合的な

生活保障の充実を図る必要があります。住民が抱えるさまざまな暮らしの

課題の解決に向け、関係機関との連携を強化しながら、支援体制の充実を

図るとともに、相談窓口の周知などを進める必要があります。 

 

  



基本計画 

43 

 

施 策 

3-3-1 地域福祉の推進 福祉部 

住民主体の地域福祉活動を促進するため、住民同士の交流を促進する取組を行うとともに、

地域福祉を担う団体に対し、人材育成や活動の場の確保などに向けた支援を進めます。また、

地域住民や関係機関と連携し、災害発生時に災害時要援護者への支援が適切に行える体制づ

くりなどを進めます。 

3-3-2 生活困窮者への支援と社会保障制度の適正な運営 
福祉部・市民部 

･健康医療部 

生活困窮者が必要な支援を受けられるよう、包括的な相談・支援体制の充実を図るとともに、

制度の周知を進めます。また、生活保護、国民健康保険、国民年金など社会保障制度の適正

な運営に努めます。 

 

 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

3-3-1 
小地域ネットワーク活動の延べ参加者数（地区

福祉委員含む） 

83,175人 

（H28年度） 
88,000人 

3-3-1 福祉避難所の支援を行うボランティアの人数 
0人 

（H28年度） 
130人 

3-3-2 
生活困窮者に対する就労支援専門員が関わる

支援により就労に結び付いた人数 

72人 

（H28年度） 
90人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

○地域福祉計画 ○高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 ○障がい者計画  

▶▶▶ 関連する主な条例 

○吹田市民のくらしと健康を支える福祉基本条例 
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大綱３ 福祉・健康 

政策４ 健康・医療のまちづくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

市民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組み、生活の質を高め

ながら健康寿命を伸ばし、すこやかで安心して暮らせるまち 

  

現状と 

課題 
 

わが国は世界有数の長寿国となっています。一方で、がんや循環器疾患

などの生活習慣病の増加が深刻化しており、これらの疾病は生命を奪うだ

けでなく、身体の機能や生活の質を低下させることなどから、健康上の問

題で日常生活が制限されることなく生活できる期間である健康寿命を伸

ばすことが重要です。 

本市では「健康づくり都市宣言」のもと、市民の健康増進や病気の予防・

早期発見につながるさまざまな取組を進めてきました。また、「北大阪健

康医療都市（健都）」における健康・医療に関する資源の集積を生かした

健康づくりの取組や医療イノベーションの創出に向けた環境づくりをは

じめとし、循環器病予防を中心とした健康・医療のまちづくりに取り組ん

でいます。 

心身ともに健康で豊かに暮らしていくためには、一人ひとりが日頃から

健康づくりに取り組むことが重要です。健都ならではの特長を生かしなが

ら、市民の生涯にわたる健康づくりの取組を支援し、生活の質の向上と健

康寿命の延伸を図る必要があります。また、高齢化による医療ニーズの増

加・多様化に対応しながら、市民が安心して医療を受けられる地域医療体

制の充実を図る必要があります。 
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施 策 

3-4-1 健康づくりの推進 健康医療部 

市民の主体的な健康づくりを支援するため、健康意識の向上に向けた取組や地域での健康づ

くり活動への支援を進めるとともに、検診などの保健サービスの充実を図ります。また、妊

娠・出産や子供のすこやかな成長のための切れ目のない支援が行えるよう、妊産婦や乳幼児

の健康管理などの支援の充実に取り組むとともに、関係機関との連携の強化を図ります。 

3-4-2 
健都を生かした健康づくりと 
医療イノベーションの促進 健康医療部 

さまざまな医療関連資源が集積する健都の特長を生かし、健都ならではの健康づくりの取組

を進めるとともに、医療イノベーションの創出に向け、国立循環器病研究センターと医療・

健康関連産業などとの連携を促進するための環境を整えます。 

3-4-3 地域医療体制の充実 健康医療部 

市民が必要なときに適切な医療を受けられるよう、身近なかかりつけ医と市民病院などの地

域の中核的な医療機関との連携の促進や、在宅医療推進のための環境づくり、救急医療体制

の確保など、地域医療体制の充実を図ります。 

 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

3-4-1 特定健康診査（吹田市国保健康診査）の受診率 
46.0％ 

（H28年度） 
60％ 

3-4-1 生活習慣改善に取り組む市民の割合 

男性：53.4％ 

女性：59.1％ 

（H28年度） 

男性：55.8％ 

女性：63.0％ 

3-4-2 
健康増進広場など健都の施設を活用した運動

プログラムや健康イベント等の年間実施件数 

0件 

（H30年度 

事業開始） 

180件 

3-4-3 
地域医療推進に関する講演会等の参加者数（累

計） 

0人 

（H28年度） 
950人 

 

 

 

 

 

 

   

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

〇健康すいた２１  〇国民健康保険データヘルス計画   

▶▶▶ 関連する主な条例 

○吹田市民のくらしと健康を支える福祉基本条例  
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大綱４ 子育て・学び 

政策１ 子育てしやすいまちづくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

安心して子供を産み育てられ、すべての子供がすこやかに育つこと

ができるまち 

  

現状と 

課題 
 

近年、本市では就学前児童数が増加傾向にあるとともに、共働き家庭の

増加などにより、保育所などの利用希望者が増加しています。また、核家

族化や地域のつながりの希薄化が進み、子育てに負担や不安を感じる保護

者が増えており、子育てに関する相談件数が年々増加しています。さらに、

児童虐待や子供の貧困への対策が課題となっています。 

本市では、これまで、待機児童の解消に向けた取組を進めるとともに、

地域の子育て支援の拠点施設として、のびのび子育てプラザを設置し、一

時預かりの実施や保護者同士の交流の場の提供などにより、子育ての負担

や不安の解消に努めてきました。また、療育の拠点施設として、こども発

達支援センターを設置し、児童一人ひとりの特性に応じた早期療育を進め

てきました。 

就学前の教育・保育の質の向上を図るとともに、働きながら子育てがで

きる環境の整備や、地域における子育て支援のさらなる充実を図る必要が

あります。また、療育が必要な子供への対応や、ひとり親家庭への支援、

虐待の未然防止・早期発見に努めるなど、子供やその家庭の状況に応じた

きめ細かな支援が必要です。 
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施 策 

4-1-1 就学前の教育・保育の充実 児童部 

多様な保育ニーズに対応しながら、保育所や認定こども園などの整備を進めるとともに、子

供一人ひとりのすこやかな育ちを保障する質の高い教育・保育の充実を図ります。 

4-1-2 地域の子育て支援の充実 児童部 

妊娠・出産・子育て期にわたる保護者の負担や不安を軽減するため、育児教室や子育て相談、

一時預かりなど、地域での子育て支援を切れ目なく行うとともに、子育てに関する情報を積

極的に発信し、保護者が必要とする子育て支援サービスにつなげます。 

4-1-3 配慮が必要な子供・家庭への支援 
児童部・福祉部・ 

健康医療部 

発達に支援を必要とする子供やひとり親家庭、生活困窮世帯の子供など、配慮が必要な子供

や家庭に対し、関係機関や地域と連携しながら、個々の状況に応じた支援の充実を図ります。

また、児童虐待の未然防止・早期発見のため、相談・啓発などに取り組みます。 

 

 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

4-1-1 保育所などの待機児童数 
230人 

(H28年度) 
0人 

4-1-2 「子育て支援コンシェルジュ」の年間利用者数 
1,125人 

（H28年度） 
5,000人 

4-1-3 

生後 4 か月までの乳児がいる家庭に対し保健

師、民生委員・児童委員などが訪問し面談を行

った割合 

56.8％ 

(H28年度) 
80％ 

4-1-3 
「ひとり親家庭相談」における就業相談の利用

により就業につながったひとり親の人数 

10人 

（H28年度） 
50人 

 

 

 

 

 

 

  

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

○子ども・子育て支援事業計画 

▶▶▶ 関連する主な条例 

― 
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大綱４ 子育て・学び 

政策２ 学校教育の充実したまちづくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

子供たちが新しい時代を生き抜くために必要となる学力、人間性、

体力を育むことができるまち 

  

現状と 

課題 
 

本市では、就学前から義務教育までを一体的に捉え、主体的・対話的な

学びを大切にしながら、さまざまな教育活動を通じた小中一貫教育を進め

てきました。子供たちを取り巻く環境が急激に変化している中、学習した

知識や技能を人生や社会に生かす力や、さまざまな課題に対応できる思考

力・判断力・表現力を育むことがより一層求められています。また、グロ

ーバル化や情報化が進展するなか、英語教育や ICT 教育など、新しい時代

に必要とされる資質や能力を育むことも重要です。 

不登校やいじめ、子供の体力の低下が社会問題となっており、子供たち

のさまざまな悩みに対応するとともに、体力づくりや食育などの取組を進

め、豊かな心やすこやかな体を育むことが重要です。さらに、教育費の負

担軽減など、経済的に援助が必要な家庭に対する支援を行う必要がありま

す。 

学校施設の多くは建設から 30 年以上が経過しています。平成 27 年度

には、すべての学校の耐震化が完了しましたが、子供たちが安全で快適な

環境で学習できるよう、引き続き、老朽化への対応を進める必要がありま

す。 
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施 策 

4-2-1 学校教育の充実 学校教育部 

新しい時代に必要とされる資質や能力を育む小中一貫教育を進め、読書活動の支援、英語教

育やＩＣＴ教育、食育・体力づくりなど教育内容の充実を図ります。また、いじめや不登校

などに悩む子供たち一人ひとりに対応する体制を整えるとともに、就学援助など、安心して

学ぶことができる取組を進めます。 

4-2-2 学校教育環境の整備 行政経営部・学校教育部 

学校施設の適切な管理を行うとともに、校舎や体育館の大規模改修やトイレの改修を進める

など、安全で快適な教育環境を整備します。 

 

 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

4-2-1 
授業で学習したことが将来社会に出た時に役

に立つと思う小中学生の割合 

小 87.6％ 

中 72.8％ 

(H28年度) 

小 94.5％ 

中 87.0％ 

4-2-1 
学校へ行くのが楽しいと感じる小中学生の割

合 

小 86.5％ 

中 80.6％ 

(H28年度) 

小 90.2％ 

中 86.3％ 

4-2-2 
小・中学校の校舎及び体育館の大規模改修の実

施率 

5.7％ 

（H28年度） 

100％ 

（H36年まで） 

4-2-2 小・中学校のトイレ改修の実施率 
20.8％ 

（H28年度） 

100％ 

（H32年まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

○わが都市すいたの教育ビジョン  

▶▶▶ 関連する主な条例 

― 
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大綱４ 子育て・学び 

政策３ 青少年がすこやかに育つまちづくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

家庭、地域、学校の連携・協働のもと、青少年のすこやかな成長を

支えるまち 

  

現状と 

課題 
 

近年、核家族化の進展、地域社会とのつながりや人間関係の希薄化など

による、家庭や地域における教育力の低下が懸念されます。また、いじめ

や不登校、引きこもりなどが社会問題となっているとともに、青少年を巻

き込む犯罪などへの不安が高まっています。 

そのような中、本市では、子供たちの放課後の居場所や自然体験、交流

活動などができる環境の充実を図ってきました。また、地域では、青少年

の見守り活動などの取組が活発に行われています。青少年のすこやかな成

長を支えるためには、家庭、地域、学校がより一層連携を強化しながら、

取組の充実を図ることが重要です。 

青少年が地域でのさまざまな活動や体験を通じて、社会性や自立性を育

むことができる環境づくりや、非行防止に向けた啓発や指導を行うととも

に、ひきこもりなどの課題を抱える青少年に対する支援を行う必要があり

ます。また、放課後の子供たちが安心して過ごし、学び、遊ぶことのでき

る居場所の充実を図る必要があります。 

 

  



基本計画 

51 

 

施 策 

4-3-1 青少年の健全育成 地域教育部 

青少年の健全育成を図るため、地域での見守りや指導を行うとともに、青少年の仲間づくり

や主体的な活動を支援するため、さまざまな体験・活動の機会を提供します。また、さまざ

まな課題を抱える青少年に対する相談体制の強化を図ります。 

4-3-2 放課後の居場所の充実 地域教育部 

留守家庭児童育成室と「太陽の広場」などの連携強化を図りながら、地域の実情に応じて放

課後の子供の安心安全な居場所を確保し、さまざまな体験・活動の機会を提供します。 

 

 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

4-3-1 青少年指導者講習会の年間受講者数 
289人 

（H28年度） 
350人 

4-3-1 
青少年施設主催イベント・講座などの年間参加

者数 

117,037人 

(H28年度) 
130,000人 

4-3-2 留守家庭児童育成室の受入児童数 
2,665人 

 (H28年度) 
4,600人 

4-3-2 太陽の広場などの年間参加者数 
212,526人 

 (H28年度) 
226,700人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

○わが都市すいたの教育ビジョン  ○子ども・子育て支援事業計画  

▶▶▶ 関連する主な条例 

― 
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大綱４ 子育て・学び 

政策４ 生涯にわたり学べるまちづくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

いつでも、どこでも、だれでも、さまざまな生涯学習活動に取り組

むことができるまち 

  

現状と 

課題 
 

本市には、地区公民館や図書館など、生涯学習活動の場となる施設が多

数配置されています。市内にある５つの大学などにおいても、大学の講座

をより身近に受講できる「市民大学講座」などの学習機会が提供されてい

ます。 

市民の学習ニーズの高度化・多様化、少子高齢化や地域コミュニティの

希薄化が進む中で、さまざまな生涯学習活動や多世代交流を通じて、人と

のつながりを育み、子供から大人までが心豊かな生活を送ることが重要で

す。 

そのような中、活動の場となる各施設の連携を強化しながら、あらゆる

機会・場所において、生涯にわたって学習できる体制を整える必要があり

ます。また、超高齢社会、防災・防犯、環境問題など現代的課題に関する

学習機会の充実を図るとともに、学んだ人が学習成果を地域に還元できる

仕組みづくりが必要です。 
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施 策 

4-4-1 生涯学習活動の支援 地域教育部 

あらゆる世代の生涯学習活動を支援するため、大学などの関係機関との連携や地域の人材の

活用を通じて、さまざまな講座を実施するなど、学習機会の充実を図ります。また、市のホ

ームページや「市報すいた」などにより、学習に関する情報提供を行います。 

4-4-2 生涯学習環境の整備 地域教育部 

だれもが身近な場所で気軽に学習できるよう、図書館や公民館などの学習施設のサービスの

充実を図るとともに、出前講座など施設間の相互の連携を強化します。 

 

 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

4-4-1 市民大学講座の年間受講者数 
2,149人 

（H28年度） 
3,000人 

4-4-2 地区公民館の年間利用者数 
460,672人 

（H27年度） 
466,200人 

4-4-2 図書館の年間入館者数 
1,992,476人 

（H28年度） 
2,220,000人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

○わが都市すいたの教育ビジョン ○生涯学(楽)習推進計画  

▶▶▶ 関連する主な条例 

― 
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大綱５ 環境 

政策１ 環境先進都市のまちづくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

持続可能な社会の実現に向けた先進的な取組が進められ、良好な生

活環境が整ったまち 

  

現状と 

課題 
 

地球温暖化や生物多様性の衰退をはじめとする様々な環境問題に直面す

る中、持続可能な社会の実現に向けて、国際的な取組が進められています。

本市では、これまで地球温暖化などの問題やごみ減量に関する啓発などの

取組を進めてきました。また、公害対策など良好な生活環境の確保に向け

た取組を行ってきました。 

しかし、市域のエネルギー消費量は、近年、増加の兆しを見せており、

適切なエネルギー利用を促進するため、低炭素社会への転換に向けた取組

の強化が必要です。市域で排出されるごみは、減少傾向にありますが、リ

サイクル率は目標を下回っています。ごみの減量とともに、リサイクル率

の向上に向けた取組の充実を図る必要があります。 

また、大気や水質、騒音などは環境目標をほぼ達成していますが、市民

意識調査によると快適な生活環境に関する満足度は低くなっています。本

市では、駅周辺を環境美化推進重点地区などに指定し、市民や事業者など

とポイ捨て、路上喫煙禁止などの取組を進めるとともに、地域の団体と協

力しながら、啓発や美化活動を行っています。そのような身近な活動を通

じ、環境に対する意識を高める必要があります。 

エネルギーや資源、自然共生を大切にしたライフスタイルや事業スタイ

ルへの転換を促進する必要があります。 
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施 策 

5-1-1 低炭素社会への転換の推進 環境部 

市民、事業者に対して、節エネルギー、省エネルギー、再生可能エネルギー利用の促進を図

る啓発、情報発信を行うとともに、行政も率先して取り組みます。また、開発事業を持続可

能な環境まちづくりに誘導します。 

5-1-2 資源を大切にする社会システムの形成 環境部 

ごみの発生を抑制し、再使用を促進するとともに、リサイクル率の向上を図るため、市民や

事業者と連携しながら啓発活動を進めます。また、安定的に廃棄物処理を行えるよう、処理

施設の計画的な維持管理・長寿命化を行います。 

5-1-3 安全で健康な生活環境の保全と自然共生の推進 環境部 

公害の未然防止や早期解決のため、事業者への助言や指導を行います。また、良好な生活環

境の維持や環境衛生の充実、自然共生への理解の促進を図るため、啓発活動や情報発信など

の取組を進めます。 

 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

5-1-1 市域の年間エネルギー消費量  
23.1ＰＪ 

（H25年度） 
13.4ＰＪ 

5-1-1 市域の太陽光発電システム設備容量（累計） 
11,719ｋＷ 

（H26年度） 
33,000ｋＷ 

5-1-2 「マイバッグ」の持参率 
46.7％ 

（H28年度） 
80％ 

5-1-2 市民１人当たりの１日のごみ排出量 
853ｇ 

（H27年度） 
760ｇ 

5-1-3 公害に関する苦情を解決した割合 
60.6％ 

（H28年度） 
80％ 

5-1-3 「環境美化推進団体」の団体数 
24団体 

（H28年度） 
40団体 

 

 

 

 

 

 

  

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

○環境基本計画 

▶▶▶ 関連する主な条例 

○環境基本条例 ○環境の保全等に関する条例 

○廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 ○環境美化に関する条例 ○環境まちづくり影響評価条例 
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大綱６ 都市形成 

政策１ みどり豊かで安全・快適な都市空間づくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

地域の特性を生かしたまちづくりが進められ、みどり豊かで安全・

快適に暮らせるまち 

  

現状と 

課題 
 

本市では、高度経済成長期における千里ニュータウンの建設や、その後

の各地での土地区画整理事業などにより、計画的なまちづくりが進められ

ました。現在は、市域全体が市街化されている一方で、公園、緑地などの

公共のみどりや、農地、住宅地など地域で育まれたみどりにより、みどり

が調和した都市空間が形成されています。 

近年は、住宅団地の建替えや企業用地の土地利用転換により、市街地の

機能更新が多く見られ、開発によりみどりの面積は減少しています。また、

少子高齢化の進展への対応や、環境負荷の軽減、災害に強い都市の形成な

どを進めるとともに、良好な住環境の維持・向上に向け、適切な開発誘導

や空き家の適正管理の促進などを行う必要があります。さらに、都市の中

のみどりは、市民の憩いと活動の場となり、防災機能の向上や生物多様性

の保全、美しい景観の形成に役立っています。みどりの保全と創出を図り、

急務となっている都市公園の老朽化に対応しながら、みどりの効果を生か

したまちづくりを進める必要があります。 

本市は、市街地が形成された過程などから、異なった特色や個性をもつ

地域によって構成されています。地域の特性を生かしながら、魅力ある都

市空間を形成していく必要があります。 
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施 策 

6-1-1 土地利用誘導と良好な景観形成 都市計画部 

地域の特性を生かし、魅力あるまちづくりを進めるため、適切な土地利用誘導などに努める

とともに、良好な景観形成に向けた啓発などを進めます。また、住民主体のまちづくり活動

に対する支援を行います。 

6-1-2 良好な住環境の形成 都市計画部・土木部 

良好な住環境の形成を図るため、開発・建築の指導を行うとともに、駅を中心とした市街地

の整備・再整備を行います。また、市内建築物の耐震化への支援や不適切な状態で放置され

た空き家の適正管理に向けた対策、市営住宅の適切な管理・運営などにより、安全な住環境

や住まいの確保を図ります。 

6-1-3 みどりの保全と創出 土木部 

みどりを保全するとともに、公共施設の緑化や、公園・緑地の計画的な整備、民有地での緑

化に向けた取組の支援などにより、地域の特性を生かした新たなみどりを創出します。公園

については、老朽化や多様な利用ニーズに対応し、適切に維持管理・運営を行います。また、

みどりが持つ多様な効果を活用したまちづくりを進めるため、情報発信や啓発などを行いま

す。 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

6-1-1 
まちづくりのルール（地区整備計画）の策定地

区数［面積］ 

51地区 

［125.4ha］ 

(H28年度) 

70地区 

［150ha］ 

6-1-1 
景観に関するルール（景観重点地区）の指定地

区数［面積］ 

20地区 

［88.7ha］ 

(H28年度) 

30地区 

［130ha］ 

6-1-2 住宅の耐震化率 
81.4％ 

(H27年度) 
95％ 

6-1-2 空き家のうち腐朽・破損のあるものの割合 
28.7％ 

(H25年度) 
10％ 

6-1-3 公園などの面積 
355.8ha 

（H28年度） 
360.9ha 

6-1-3 
「みどりの協定」に基づく取組などを行う団体

数 

34団体 

（H28年度） 
60団体 

 

 

 

   

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

○都市計画マスタープラン ○立地適正化計画 ○景観まちづくり計画 ○耐震改修促進計画 ○みどりの基

本計画 ○住宅マスタープラン  

▶▶▶ 関連する主な条例 

○景観まちづくり条例 ○開発事業の手続等に関する条例（好いたすまいる条例） 〇みどりの保護及び育成に

関する条例 ○都市公園条例 
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大綱６ 都市形成 

政策２ 安全・快適な都市を支える基盤づくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

道路、水道、下水道などの適切な維持や、公共交通の利便性の向上

により、だれもが安全・快適に暮らせるまち 

  

現状と 

課題 
 

本市は、道路、水道、下水道などの都市施設が計画的に整備されてきま

した。また、複数の鉄道路線や幹線道路が市内を通っているなど、都市基

盤が一定整った状況にあります。 

都市施設は建設から 50 年以上経過したものが多くなってきており、老

朽化への対応が急務となっています。都市施設を適切に維持管理するとと

もに、災害への備えや環境負荷の軽減、バリアフリー化の推進などにも配

慮しながら、更新・長寿命化を計画的に進める必要があります。 

また、本市は交通利便性が高い一方で、市域の一部に公共交通の不便地

域が残っており、その解消に向けた取組を進める必要があります。さらに、

近年、自転車の利用が増えている中、自転車の通行空間の整備や利用者の

マナー向上などが求められています。歩行者や自転車が安全で快適に移動

できる環境を整備するとともに、交通ルールの周知・徹底を進める必要が

あります。 
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施 策 

6-2-1 道路などの整備 土木部 

安全で快適な道路環境を確保するため、歩道などのバリアフリー化を進めるとともに、計画

的に道路や橋、街路樹の適切な維持管理を行います。また、都市計画道路の整備を進めます。 

6-2-2 水道の整備 土木部 

安全な水を供給し続けるため、水道施設を適切に維持管理するとともに、計画的な更新に取

り組みます。また、地震などの災害リスクを軽減するため、施設の耐震化などを進めます。 

6-2-3 下水道の整備 水道部 

快適な生活や環境を守るため、下水道施設を適切に維持管理するとともに、計画的な更新・

長寿命化に取り組みます。また、地震や豪雨などの災害リスクを軽減するため、施設の耐震

化や浸水被害の軽減対策などを進めます。 

6-2-4 交通環境の整備 下水道部 

自転車を安全・快適に利用できる通行空間や自転車駐車場などの確保を進めるとともに、交

通ルールの啓発に取り組みます。また、関係機関と連携しながら、公共交通の利便性・安全

性の向上を図ります。 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

6-2-1 
バリアフリー重点整備地区内の主要な生活関

連経路などの整備延長 

8.1km 

（H28年度） 
17km 

6-2-1 都市計画道路の整備率 
91％ 

（H28年度） 
96％ 

6-2-2 水道管路の更新延長 
6.6km 

（H28年度） 
80km 

6-2-2 水道基幹管路の耐震化率 
39.7％ 

（H28年度） 
54％ 

6-2-3 下水道管路の更新及び長寿命化延長 
17.4km 

（H28年度） 
50km 

6-2-3 
雨水排水施設の整備率 

（1 時間に約 50 ミリの降雨に対応） 

53.9％ 

（H28年度） 
54.9％ 

6-2-4 自転車通行空間の整備延長 
0.7km 

（H28年度） 
40km 

 

 

 

 

 
 

 
 

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

○都市計画マスタープラン ○バリアフリー基本構想 ○バリアフリー道路特定事業計画 ○自転車利用環境整

備計画 ○すいすいビジョン 2020 ○水道施設マスタープラン  ○公共下水道事業計画 

▶▶▶ 関連する主な条例 

○自転車等の放置防止に関する条例 ○水道条例 ○下水道条例 
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大綱７ 都市魅力 

政策１ 地域経済の活性化を図るまちづくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 
地域経済の活性化が図られ、だれもが働きやすい環境が整ったまち 

  

現状と 

課題 
 

本市は、多くの企業が立地する産業集積都市としての側面をもち、「北大

阪健康医療都市（健都）」では、国際級の複合医療産業拠点の形成も進めら

れています。また、開業率は全国的に見て高い水準となっています。 

地域の産業は、市民の雇用を確保するとともに、市民の暮らしを支える

基盤でもあります。近年、経済のグローバル化による競争激化など社会経

済状況が厳しさを増す中、中小企業の経営基盤の強化を図るとともに、創

業への支援を進めていく必要があります。商店街においては、市民の暮ら

しを支え、コミュニティの核ともなる魅力ある商店街づくりに向けた支援

が必要です。また、都市における農地は、貴重なみどりの空間や自然との

ふれあいの場などとしても役立っており、都市と調和する農業の振興が求

められています。 

雇用・労働環境においては、少子高齢化による労働力人口の減少や不安

定雇用の拡大などが社会問題となっています。本市では、「JOB ナビすい

た」などで、働く意欲がありながらさまざまな課題を抱える就職困難者に

対する支援を行っており、求職者一人ひとりの状況に応じた就労支援のさ

らなる充実を図る必要があります。また、介護、保育など特定分野では恒

常的な人材不足となっており、求職者とのミスマッチの解消に向けた取組

が必要です。さらに、ワークライフバランスの実現など、だれもが働きや

すい環境づくりへの支援が必要です。 
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施 策 

7-1-1 産業振興と創業支援 都市魅力部 

中小企業などの経営の安定や事業拡大、創業者の育成や定着に向けた支援を行います。また、

魅力ある商業地づくりに向けて、空き店舗の活用への支援を行います。さらに、農地のさま

ざまな機能を活用しながら、都市農業の振興に取り組みます。 

7-1-2 就労と働きやすい環境づくりへの支援 都市魅力部 

就労相談や職業紹介などの充実を図り、求職者一人ひとりの状況に応じた就労支援を行うと

ともに、人材不足分野の事業者の人材確保に向けた支援に取り組みます。また、労働環境の

改善に向けた相談や啓発などを行います。 

 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

7-1-1 開業率と廃業率の差 
2.1ポイント 

(H26年度) 
3ポイント 

7-1-1 商店街及び小売市場における空き店舗率 
8.9％ 

(H28年度) 
7％ 

7-1-2 ＪＯＢナビすいたを活用した年間就職者数 
602人 

(H28年度) 
630人 

7-1-2 「障がい者就職応援フェア」への参加者数 
49人 

(H28年度) 
85人 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

〇商工振興ビジョン ○農業振興ビジョン 

▶▶▶ 関連する主な条例 

〇産業振興条例 〇企業立地促進条例 
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大綱７ 都市魅力 

政策２ 文化・スポーツに親しめるまちづくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

文化やスポーツを通じて、より豊かな市民生活を営める魅力あるま

ち 

  

現状と 

課題 
 

文化やスポーツは、市民の生きがいや健康づくりにつながり、市民生活

を豊かにするとともに、活動を通じて地域コミュニティの形成にも貢献し

ています。 

本市は、文化会館（メイシアター）など、文化・芸術にふれられる環境

が整っているとともに、地域では、市民サークルなどによるさまざまな文

化活動が行われています。また、地域には、文化活動や日々の暮らしの中

で形づくられてきた多くの文化資源があります。市民主体の文化活動への

支援を行うとともに、文化や芸術にふれることができる機会の充実や文化

財の保存活用を図る必要があります。また、国内外の文化交流を進めるた

め、都市間交流や多文化共生の視点に立ったまちづくりを進めることも重

要です。 

近年、健康づくりの取組が注目されるなか、スポーツや運動に取り組む

機運がますます高まっています。また、地域では、市民主体のさまざまな

スポーツ活動が活発に行われています。健康寿命の延伸に向けた運動の習

慣化への支援や、子供から高齢者までそれぞれの体力、年齢、目的に応じ

たスポーツ活動が進められるよう、地域との連携のもと、スポーツに親し

める機会の充実や指導者の育成を図る必要があります。 
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施 策 

7-2-1 文化の振興 都市魅力部 

文化会館（メイシアター）などの身近な場所で文化や芸術にふれることができる機会を提供

するとともに、市民の文化活動への支援を行います。また、都市間の文化交流や、多文化共

生の視点に立ったまちづくりを進めます。 

7-2-2 文化財の保存と活用 地域教育部 

地域の文化に関する調査研究を行うとともに、文化財を適切に保存します。また、市内のさ

まざまな文化財の活用を図り、市民の文化活動などを支援します。 

7-2-3 地域におけるスポーツの振興 都市魅力部 

地域におけるスポーツ活動を支援するとともに、指導者の育成を行うなど、市民が気軽にス

ポーツに参加できる機会の充実に取り組みます。また、体育施設を適切に管理し、スポーツ

に親しめる環境づくりを進めます。 

 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

7-2-1 文化会館（メイシアター）の年間入館者数 
485,878人 

（H27年度） 
500,000人 

7-2-2 吹田市立博物館の年間入館者数 
31,663人 

（H28年度） 
35,000人 

7-2-3 
スポーツイベントやスポーツに関する講座な

どへの年間参加者数 

85,473人 

(H28年度) 
95,000人 

7-2-3 
「社会体育リーダー」など地域におけるスポー

ツ指導者の延べ認定者数（累計） 

4,038人 

(H28年度) 
5,000人 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

○文化振興基本計画 ○多文化共生指針 

▶▶▶ 関連する主な条例 

○文化振興基本条例 ○文化財保護条例  
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大綱７ 都市魅力 

政策３ 市民が愛着をもてるまちづくり 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

まちのさまざまな魅力の向上により、市民が愛着や誇りをもち、住

み続けたいと思えるまち 

  

現状と 

課題 
 

本市は、高い交通利便性や豊かなみどりなどにより、良好な住環境が形

成されています。また、多くの企業や大学が立地しているとともに、市立

吹田サッカースタジアムや万博記念公園があることなどから、多くの人が

訪れるまちでもあります。さらに、「吹田まつり」をはじめとするイベント

が盛んであるなど、暮らしにおけるさまざまな面で充実していることが本

市の特徴となっています。 

市民がまちへの愛着や誇りをもち、「住み続けたい」「離れても戻りた

い」と思えるまちに向けて、今あるまちの魅力のさらなる向上や新たな魅

力づくりに取り組む必要があります。また、市民がまちの魅力を感じられ

る機会を充実させることで、本市の魅力が市民から市内外へ広がるよう仕

掛けていくことが重要です。 

本市は、5 つの大学などが立地しており、大阪府内で学生数が最も多い

まちとなっています。また、市立吹田サッカースタジアムは、J リーグ「ガ

ンバ大阪」のホームスタジアムであり、レベルの高いプロの試合を身近に

体感できるなど、本市の新たな魅力の一つとなっています。市民のまちへ

の愛着の醸成に向けては、そのような本市独自の強みを積極的に活用して

いくことも重要です。 
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施 策 

7-3-1 魅力の向上と発信 都市魅力部 

今ある本市の強みをさらに伸ばしていくとともに、市民との連携を深めながら、新たな魅力

づくりに取り組みます。また、地域資源を活用しながら、市民がまちの魅力を感じられる機

会の充実を図るとともに、魅力の発信に取り組みます。 

7-3-2 本市独自の強みを生かしたまちづくり 都市魅力部 

大学との連携を進め、豊富な人材、情報、技術などのまちづくりへの活用を図ります。また、

さまざまな団体との連携を深めながらガンバ大阪のホームタウン活動を盛り上げ、地域ぐる

みでの応援の機運を高めます。 

 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

7-3-1 吹田まつりへの協賛・協力団体数 
463団体 

(H28年度) 
550団体 

7-3-1 
「情報発信プラザ（Inforest すいた）」への年

間入場者数 

255,867人 

(H28年度) 
300,000人 

7-3-2 
大学との連携による事業やイベントなどの年

間実施回数 

72回 

(H28年度) 
90回 

7-3-2 
ガンバ大阪と小学生のふれあいイベントなど

応援イベントへの年間参加者数 

2,100人 

（H28年度） 
5,000人 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

○シティプロモーションビジョン 

▶▶▶ 関連する主な条例 

― 
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大綱８ 行政経営 

政策１ 行政資源の効果的活用 

 

目標 

（めざすまちの姿） 

限られた財源や人材などの行政資源が有効活用され、新たな行政課

題に柔軟に対応しながら、持続可能な行政運営が行われているまち 

  

現状と 

課題 
 

本市の人口は、長期的には少子高齢化に伴って減少に転じることが予測

され、市税収入の減少や、社会保障関係経費の増加が見込まれています。

また、公共施設の老朽化に伴い、施設の更新などにかかる経費が集中する

時期を迎えようとしています。 

地方分権改革が進む中、市民に身近な基礎自治体として、自主・自立の

まちづくりをさらに進めていく必要があります。また、持続可能なまちづ

くりを進めるため、より一層効果的・効率的な行政運営が求められていま

す。ＰＤＣＡサイクルのもと、実施した取組の成果や課題を検証したうえ

で、その結果を翌年度以降の取組につなげていく必要があります。 

公共施設については、維持管理・更新などのトータルコストの縮減や財

政負担の平準化に努める必要があります。また、時代の変化を見据え、柔

軟に行政課題に対応できる人材を育成するとともに、効率的な組織運営を

進める必要があります。さらに、ＩＣＴの利活用などにより、市民サービ

スの向上や行政運営の効率化を図る視点も重要です。 
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施 策 

8-1-1 効果的・効率的な行財政運営の推進 行政経営部 

行政評価の取組を強化しながら、その結果を実施計画、予算に反映し、行政課題に効果的・

効率的に対応します。また、大阪府からの権限移譲や、近隣自治体などとの広域連携に努め

るとともに、簡素で効率的な行政組織の構築を図ります。 

8-1-2 公共施設の最適化 行政経営部 

学校や公民館などの一般建築物のほか、道路や上下水道なども含めた公共施設について、日

常的な維持管理や老朽化した施設の更新などを適切に行うとともに、施設の複合化や集約

化、公有地の利活用を図るなど、総合的かつ計画的な管理を進めます。 

8-1-3 人材育成の推進 総務部 

時代の変化を見据えながら、行政課題に適切かつ柔軟に対応できる職員を育成するととも

に、職員が能力を発揮できる組織づくりを行うため、市民対応能力や政策立案能力の向上な

どを目的とした職員研修の充実や人事評価制度の活用などを進めます。 

8-1-4 ＩＣＴの利活用 行政経営部 

市民の利便性の向上や行政運営の効率化を図るため、ＩＣＴの利活用を進めます。また、災

害発生時などにおける行政サービスの継続性を確保するとともに、情報セキュリティの脅威

に対応するため、情報システムの強化を図ります。 

■ 施 策 指 標 ■ 

施 策 指 標 名 現 状 目 標（H39） 

8-1-1 財政調整基金残高 
105億円 

（H27年度） 

100億円程度 

（当初予算額 

の約 1割） 

8-1-1 公債費比率 
8.0％ 

（H27年度） 
10％以下 

8-1-2 
一般建築物の個別施設計画の策定が完了した

割合 

0％ 

(H28年度) 
100％ 

8-1-3 職員一人当たりの年間研修受講回数 
6.5回 

（H28年度） 
7回 

8-1-4 
ＩＣＴを活用した行政サービスの稼働休止時

間 

204分 

（H28年度） 
0分 

  

 

  

▶▶▶ 関連する主な個別計画   

○公共施設総合管理計画 ○公共施設最適化計画 ○情報化推進計画  

○人材育成基本方針 ○職員体制最適化計画（暫定版） 

▶▶▶ 関連する主な条例 

― 
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IV．市民意識指標（体系別） 
市民の意識や行動、満足度などを市民意識指標として設定します。市民意識指標は、さま

ざまな施策や政策を実現することで向上をめざします（図表 IV-1）。 

 

図表 IV-1 市民意識指標及び関連政策 

No. 指標名 
現状 

（H26 年度） 
目標 

主な 

関連政策 

その他の 

関連政策 

市全体の取組の向上を示す指標 

1 
今住んでいるところが気に入っているの

で、住み続けようと思っている市民の割合 
57.8％ 70% ― ― 

2 
市の窓口サービスに満足している市民の

割合 
16.3％ 50％ ― ― 

【大綱１】人権・市民自治 

3 
人権意識が向上していると思う市民の割

合 
21.7％ 30% 1-1 4-2 

4 

男女がともに個性や能力を発揮できてい

る社会になってきていると思う市民の割

合 

30.8％ 50% 1-1 4-1 

5 

市報すいた、ケーブルテレビ、ホームペー

ジなど、市が発信する情報に満足している

市民の割合 

25.9％ 41% 
1-2 

8-1 
― 

6 
何らかの機会を通じて市政に参画したこ

とがある市民の割合 
4.0% 8% 

1-2 

8-1 
― 

【大綱２】防災・防犯 

7 
地震や風水害などへの対策に満足してい

る市民の割合 
19.0％ 70％ 2-1 6-2 

8 災害に備えている市民の割合 27.7％ 75% 2-1 1-2 

9 治安が良いと感じる市民の割合 42.8％ 70% 2-2 
4-1 

4-2 
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No. 指標名 
現状 

（H26 年度） 
目標 

主な 

関連政策 

その他の 

関連政策 

【大綱３】福祉・健康 

10 
何らかの社会参加をしている高齢者の割

合 
59.5％ 70％ 3-1 1-2 

11 
障がい者を支える福祉・保健・医療サービ

スに満足している市民の割合 
13.7％ 18% 3-2 4-1 

12 
住み慣れた地域での生活を支える地域福

祉に満足している市民の割合 
12.7％ 24％ 3-3 

3-1 

3-2 

13 
保健事業や健康づくりに満足している市

民の割合 
14.8％ 18％ 3-4 ― 

【大綱４】子育て・学び 

14 
安心して子育てができる環境にあると思

う世帯の割合 
62.3％ 75％ 

4-1 

4-2 

4-3 

3-2 

3-4 

15 学校教育に満足している市民の割合 20.9％ 50％ 4-2 3-2 

16 
一年間で何らかの学習活動を行った市民

の割合 
― 50% 4-4 7-2 

【大綱５】環境 

17 
快適な生活環境の確保に満足している市

民の割合 
26.6％ 40% 5-1 ― 

18 

ごみの発生抑制・排出抑制やリサイクルな

どごみ減量の取組に満足している市民の

割合 

25.1％ 40％ 5-1 ― 

【大綱６】都市形成 

19 まちなみが美しいと感じる市民の割合 58.6% 70% 
6-1 

6-2 
5-1 

20 
みどりが豊かでまちに愛着や誇りを感じ

る市民の割合 
61.4％ 67% 6-1 5-1 

21 
鉄道・バスなど公共交通網の便利さに満足

している市民の割合 
54.5％ 60％ 6-2 ― 

【大綱７】都市魅力 

22 商工業の振興に満足している市民の割合 10.8％ 15% 7-1 ― 

23 
芸術文化を親しめる環境として満足して

いる市民の割合 
15％ 20% 7-2 4-4 

24 成人の週 1 回以上のスポーツ実施率 36.7％ 50% 7-2. 
3-4 

4-4 

25 
市の魅力を伝える取組に満足している市

民の割合 
7.5％ 15% 7-3 ― 
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I．施策指標の一覧 
 

 
  

No. 施策
現状

（年・年度）
目標（H３９)

指標として設定する
理由

目標値の考え方・
積算等

指標の出典・
定義等

1 111
50,827人
(H28年度)

60,000人

平和に対する市民意識の高揚に向け
ては、より多くの市民への啓発が重
要なため、啓発の中心的な場となっ
ている平和祈念資料館の利用者数を
指標として設定。

啓発イベントや展示等の充実、周知
の対象の拡大による参加者の増加を
見込む。

本市実績による

2 112
53,928人
(H28年度)

58,000人
人権問題の解消に向け、人権意識の
向上を図るには、より多くの市民が
人権啓発や教育に関わることが重要
なため、指標として設定。

周知などの対象の拡大による参加者
の増加を見込む。

本市実績による

3 112
38校

(28年度)
54校

人権について理解を深める教育とし
て有用な取組であり、より幅広い参
加が重要であることから、指標とし
て設定。

市内の全小・中学校の参加を目指し
設定。

本市実績による

4 113
24.6％

(H29年度)
30%

男女共同参画社会の実現に向け、行
政が率先して男女共同参画に取り組
む姿勢を示す必要があることから、
指標として設定。

女性が働きやすい環境づくりや人材
育成に取り組むことによる、女性の
管理職者の増加を見込む。

本市実績による
※算出式
女性の管理職者数
/管理職者数×
100

5 113
4校

(H28年度)
18校

男女共同参画社会の実現に向けて
は、DVの防止などの取組が重要。特
に、予防に向けては若年層への啓発
が重要であることから、指標として
設定。

市内の全中学校での実施を目指し設
定。

本市実績による

6 121
128,339人
(H28年度)

200,000人

情報共有の推進に向けては、迅速か
つ柔軟に情報提供を行うことのでき
る市のホームページを積極的に活用
することが有効であることから、指
標として設定。

過去の推移などを勘案したうえで、
ホームページの充実などによる閲覧
者の増加を見込む。

本市実績による

7 122

78.8%
(H28年度)

100%
市民参画の促進に向け、審議会など
への市民委員の参画を進めることが
重要であることから、指標として設
定。

公募不可なものを除き、全ての審議
会などにおいて市民委員の公募が実
施されていることが望ましいことか
ら、100%を目指す。

本市実績による
※算出式
市民委員の公募を
行っている審議会
などの数／審議会
などの数(公募不可
なものを除く)×
100

8 122
63,197人
(H28年度)

70,000人

協働の推進のため、市民公益活動セ
ンターにおいて講座や研修など市民
公益活動への支援の充実を図ること
により、利用者の増加が想定される
ことから、指標として設定。

講座や研修などの充実や、施設に関
する周知の強化などによる利用者数
の増加を見込む。直近2年の伸び幅の
維持を目指して設定。

本市実績による

9 123

51.6％
(H28年度)

60%

自治会は地域コミュニティの形成に
おいて大きな役割を担っており、自
治会加入率の上昇によりコミュニ
ティの活性化が見込めることから、
指標として設定。

自治会加入率が減少傾向にある中
で、転入世帯への加入促進による加
入世帯増などを見込み、今後10年間
で10年前の水準への回復を目指す。

自治会に加入して
いる世帯数／総世
帯数（住民基本台
帳）×100

10 123
43,604件
(H28年度)

48,000件

コミュニティの活性化に向け、地域
住民が集う機会の提供などコミュニ
ティ活動への支援を行うことで、コ
ミュニティ施設の利用者の増加が想
定されることから、指標として設
定。

コミュニティ活動への支援や施設に
関する周知の強化などによる利用件
数の増加などを見込む。

本市実績による

11 211
55件

(H28年度)
100件

危機管理体制の充実のためには、関
係機関との連携の強化が重要である
ことから、指標として設定。

防災協定締結団体の増加を目指し、
過去の推移も踏まえ、年４～５件の
増加を見込む。

本市実績による

市民公益活動センター
（ラコルタ）の年間利
用者数

自治会加入率

指標名

人権に関する啓発活動
や講演会などへの年間
参加者数

交際相手からの暴力
（デートDV）に関す
る中学生を対象とした
啓発講座の実施校数

市民委員の公募を行っ
ている審議会などの割
合（公募不可なものを
除く）

平和祈念資料館の年間
利用者数

標語やポスターなど人
権をテーマにした作品
を市の事業へ応募した
小・中学校の数

市職員の管理職（課長
代理級以上）における
女性の割合

コミュニティセンター
や市民センターなどコ
ミュニティ施設の年間
利用件数

各種団体との防災協定
締結数

市のホームページの閲
覧者数（月平均）
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No. 施策
現状

（年・年度）
目標（H３９)

指標として設定する
理由

目標値の考え方・
積算等

指標の出典・
定義等

12 212

67.6%
(H28年度)

100%

地域の防災力・減災力向上を図るた
めには、地域が主体となった防災・
減災の取組が重要であり、自主防災
組織の結成を進める必要があること
から、指標として設定。

全ての連合自治会において自主防災
組織が結成されることが望ましいこ
とから、100％を目指す。

本市実績による

13 213

178人
(H29年)

250人
消防体制の充実には、住民による地
域に密着した消防組織である消防団
の体制強化が重要であることから、
指標として設定。

吹田市消防団条例第３条に規定する
定員数まで消防団員を増加させるこ
とを目標に設定。

本市実績による

14 213
9,352人
(H28年)

10,000人
救命率の向上には、適切な応急処置
が必要であることから、自主救護能
力の向上を目的とした普通救命講習
等の受講者数を指標として設定。

国の検討では、成人人口の20％に救
急講習を実施すれば、一定の効果が
認められるとされており、本市では
より充実した体制とするため、10年
間で、生産年齢人口の40%（約
100,000人）に対しＡＥＤを含む普
通救命講習等を実施するとを目指
す。

本市実績による

15 221

848人
(H28年度)

1,500人
防犯力の向上には、一人ひとりの防
犯意識を高めることが重要であり、
防犯に関する講座への受講者数の増
加を目指し指標として設定。

これまでに講座を実施していない児
童センターや自治会等への周知によ
る、受講者数の増加を見込み設定。

本市実績による

16 222

504人
(H28年度)

600人

消費者意識の向上のためには、消費
者教育や啓発が重要であり、詐欺被
害防止などの知識の習得を目的とし
た消費者向け講座の受講者数を指標
として設定。

周知の強化などによる受講者数の増
加を見込み設定。

本市実績による

17 311
52,278人
(H28年度)

59,500人

高齢者の生きがいづくりや社会参加
の取組を推進する中で、仲間づくり
や世代間交流など、高齢者自身が主
体的に生きがいづくりを行える場で
ある高齢者生きがい活動センターの
利用者数が増加することを想定し、
指標として設定。

高齢者生きがい活動センター主催事
業の充実などによる利用者数の増加
を見込んで目標に設定。

高齢者生きがい活
動センターの年間
利用者数実績によ
る

18 312
34.4%

(H28年度)
32%

後期高齢者が増加する中でも、介護
を必要とする高齢者を増やさないこ
とが重要であることから、介護予防
などの取組の成果を表す指標として
設定。

平成28年の国の実績値（32.13％）
以下を目標に設定。

本市実績による
※算出式
要介護・要支援の
認定者数／75歳
以上の高齢者数×
100

19 312
17,403人
(H28年度)

57,700人
高齢者を地域で支え合う体制づくり
を推進するためには、地域住民によ
る見守りを増やしていくことが重要
であることから、指標として設定。

過去の実績を踏まえ、認知症サポー
ターの養成数の増加を見込んで目標
に設定。

本市実績による

20 313
67.8％

(H28年度)
70% 質の高い介護サービスが供給されて

いることを表す指標として設定。
介護サービスの質の向上を図り、利
用者の満足度の向上を目指す。

「吹田市高齢者等
の生活と健康に関
する実態調査」に
よる

21 321
1,274人

(H28年度)
1,800人

障がい者の日々の暮らしの充実を図
るため、必要とされる訪問系サービ
スのニーズに基づいた利用者数を指
標として設定。

過去の増加の推移を踏まえ、ホーム
ヘルプなど訪問系サービスの利用者
数の増加を見込んで目標に設定。

訪問系サービスの
利用実績による

22 321
337人

(H28年度)
700人

障がい者が自立して地域で生活する
ためには、必要とされる住まいの場
の確保が重要であり、障がい者の
ニーズに基づいたグループホームの
利用者数を指標として設定。

グループホームのニーズは増加傾向
にあることから、その傾向を勘案し
て、現状の倍以上のグループホーム
の利用者数を見込んで目標に設定。

グループホームの
利用実績による

23 322
1,059人

(H28年度)
1,200人

障がい者の社会参画の促進のため、
必要とされる外出時の移動支援サー
ビスのニーズに基づいた利用者数を
指標として設定。

過去の増加の推移を踏まえ、移動支
援事業の利用者数の増加を見込んで
目標に設定。

本市実績による

連合自治会単位での自
主防災組織の結成率

消防団員数

普通救命講習等の年間
受講者数

防犯に関する講座の年
間受講者数

消費者向けの講座の年
間受講者数

高齢者生きがい活動セ
ンターの年間利用者数

後期高齢者のうち、要
支援・要介護の認定を
受けている人の割合

認知症サポーターの養
成数（累計）

受けている介護サービ
スに満足している利用
者の割合

ホームヘルプなど訪問
系サービスの利用者数
（月平均）

グループホームの利用
者数（月平均）

移動支援事業の利用者
数（月平均）

指標名
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24 322
13,187円
(H27年度)

18,000円

障がい者の社会参画の促進のために
は、福祉的就労の底上げが重要であ
り、福祉的就労の場における工賃の
向上を図る必要があることから、指
標として設定。

現状値に第4期大阪府障がい福祉計画
の工賃向上目標率（34.2％以上）を
上乗せしたものを目標値として設
定。

「障がい福祉計
画」による

25 331
83,175人
 (H28年度)

88,000人
住民主体の地域福祉活動を促進する
ため、地域のつながりづくりを目的
とした小地域ネットワーク活動の延
べ参加者数を指標として設定。

地域活動に関する情報発信や活動の
場の確保などに向けた支援により、
活動しやすい環境を整えることで増
加を目指す。

小地域ネットワー
ク活動の延べ参加
者数（地区福祉委
員含む）の実績に
よる

26 331
0人

 (H28年度)
130人

災害発生時に要援護者への支援を迅
速に行うためには、福祉避難所ごと
にボランティアが充足されているこ
とが重要であることから、指標とし
て設定。

市内28件の避難所ごとに最低2名の
ボランティアを配置するものとした
うえで、収容人数10人に1人の割合
で算出。

本市実績による

27 332
72人

(H28年度)
90人

生活困窮者（生活保護受給者含む）
への就労支援の取組の成果を表す指
標として設定。

相談・支援の充実を図ることで、生
活困窮者の就労人数を現状より増加
させることを目指し、目標に設定。

本市実績による
※実績は、稼働年
齢層（15～64
歳）における就労
人数

28 341
46.0％

(H28年度)
60%

健康づくりの推進には、生活習慣病
の予防や重症化防止が重要であり、
特定健康診査の受診率を向上させる
必要があることから、指標として設
定。

未受診者への健診受診勧奨に努める
とともに、受診しやすい体制の整備
を図ることで、受診率の増加を目指
し、目標に設定。

本市実績による
※算出式

40～74歳の健診
受診者数／40～
74歳の吹田市国
民健康保険加入者
数☓100

29 341

男性：53.4%
女性：59.1%

(H28年度)

男性：55.8%
女性：63.0%

市民の主体的な健康づくりを支援す
る取組の成果を表す指標として設
定。

生活習慣改善に取り組む市民の増加
を目指し、目標に設定。

「健康すいた21
（第２次）」によ
る

30 342
0件

(H30年度
事業開始)

180件

健都を生かした健康づくりの推進に
は、健康・医療関連の様々な事業主
体や施設が集積する強みを生かし、
多種多様な健康イベント等を継続的
に実施していくことが重要であるた
め、指標として設定。

健康増進公園や健都ライブラリー等
での健康づくり等に係るプログラム
を継続的に実施していくことを目指
し、目標に設定。

本市実績による

31 343
0人

(H28年度)
950人

地域医療体制の充実を図るために
は、在宅医療の推進やかかりつけ医
の定着促進等に関する市民啓発が重
要であるため、指標として設定。

地域医療推進に関する講演会（50人
規模）またはシンポジウム（150人
規模）を年1回ずつ開催し、予定して
いる規模の参加者数を目標値として
設定。

本市実績による

32 411
230人

(H28年度)
0人 働きながら子育てができる環境の整

備状況を表す指標として設定。

地域や年齢を問わず、保育を必要と
するすべての子供が教育・保育を受
けられることを地域や年齢を問わ
ず、保育を必要とするすべての子供
が教育・保育を受けられることを目
指し、目標を0人とする。

本市実績による

33 412
1,125人

(H28年度)
5,000人

子育て支援の充実を図るためには、
子育て支援サービスと利用者を適切
につなげることが重要であり、コン
シェルジュの利用の促進を図ること
から、指標として設定。

子育て支援コンシェルジュの設置箇
所数の増加により、相談しやすい環
境を整えることで利用者数の増加を
見込む。

本市実績による

34 413
56.8％

(H28年度)
80%

虐待の未然防止や早期発見など、配
慮が必要な子供・家庭への支援のた
めには、親子の心身の状況や養育環
境等の把握等が重要であることか
ら、乳児のいる家庭と地域社会をつ
なぐ最初の機会を提供することを指
標として設定。

留守等により面談ができなかった家
庭へのフォローを強化し、面談を行
うことができた家庭の割合の増加を
目指す。

本市実績による
※算出式
家庭訪問を実施し
面談した家庭数／
生後4か月までの
乳児がいる家庭数
×100

福祉避難所の支援を行
うボランティアの人数

保育所などの待機児童
数

生活困窮者に対する就
労支援専門員が関わる
支援により就労に結び
付いた人数

特定健康診査（吹田市
国保健康診査）の受診
率

生活習慣改善に取り組
む市民の割合

健康増進広場など健都
の施設を活用した運動
プログラムや健康イベ
ント等の年間実施件数

地域医療推進に関する
講演会等の参加者数
（累計）

指標名

「子育て支援コンシェ
ルジュ」の年間利用者
数

「就労継続支援（非雇
用型）事業所」におけ
る工賃の平均月額

小地域ネットワーク活
動の延べ参加者数（地
区福祉委員含む）

生後4か月までの乳児
がいる家庭に対し保健
師、民生委員・児童委
員などが訪問し面談を
行った割合
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35 413
10人

(H28年度)
50人

ひとり親家庭の経済的自立を図るた
め、就業の実現が重要であることか
ら、支援が必要なひとり親に対する
就業相談の成果を表す指標として設
定。

総合的・専門的なひとり親の相談を
実施することにより、ひとり親に対
する就業支援の充実が図られること
から、近隣の先行市の状況等を勘案
し、同程度の実績を目指す。

本市実績による

36 421
小87.6％
中72.8％
(H28年度)

小94.5％
中87.0％

授業で学習したことが将来社会に出
た時に役に立つと感じて学習するこ
とにより、目的意識を持って意欲的
に学習する姿勢を維持できることか
ら、指標として設定。

授業で学習したことが将来社会に出
た時に役に立つと思う小中学生の割
合が全国で一位の都道府県と同等と
なることを目指す。

文部科学省「全国
学力・学習状況調
査」による

37 421

小86.5％
中80.6％
(H28年度)

小90.2％
中86.3％

学習内容の充実や良好な人間関係が
築けている子供たちが楽しいと感じ
て学校生活を送ることが良好な学習
環境や人間関係に置かれていると考
えられることから、指標として設
定。

学校へ行くのが楽しいと感じる小中
学生の割合が全国で一位の都道府県
と同等となることを目指す。

文部科学省「全国
学力・学習状況調
査」による

38 422
5.7％

(H28年度)
100％

(Ｈ36年まで)

建設から30年を経過した校舎や体育
館が施設全体の約9割を占めており、
安全な教育環境を維持するため、老
朽化対策が急務であることから指標
として設定。

老朽化対策が必要な施設（校舎：47
校、体育館：41校）を予定通りすべ
て進めることを目標に設定。

本市実績による
※算出式
実施済校数／実施
予定校数×100

39 422
20.8％

(H28年度)
100％

(Ｈ32年まで)

学校施設のトイレは衛生面、機能面
等の問題を抱えており、学校や保護
者からの改善要望も大きく、改修工
事が急務であることから、指標とし
て設定。

リニューアルを行う学校（53校）の
トイレ改修工事（一部）を予定通り
すべて進めることを目標に設定。

本市実績による
※算出式
実施済校数／実施
予定校数×100

40 431
289人

(H28年度)
350人

青少年の健全育成には、地域での見
守りが重要であり、青少年指導者・
指導者団体を養成する必要があるこ
とから指標として設定。

青少年指導者講習会の参加対象者の
拡大や内容の充実を図ることによ
り、受講者数の増加を見込む。

本市実績による

41 431
117,037人
(Ｈ28年度)

130,000人

青少年が健やかに育つためには、子
供たちが仲間をつくり、さまざまな
体験・活動や学習をすることが重要
であり、取組の内容の充実を図るこ
とで参加者が増加することを想定
し、指標として設定。

定員に対して参加者数の少ないイベ
ントの内容の充実を図り、参加者の
増加を見込む。

本市実績による
※算出式
下記主催施設参加
者数
（自然体験交流セ
ンター+青少年活
動サポートプラザ
+青少年クリエイ
ティブセンター+
少年自然の家）

42 432
2,665人

 (H28年度)
4,600人

安心・安全な放課後の居場所を確保
するため、児童数の増加に対応する
とともに、対象学年の拡大により利
用者が増加することを想定し、指標
として設定。

児童数の増加（低学年約790人）、
利用者枠の拡大（高学年約1150
人）により、利用者の増加を見込
む。

本市実績による

43 432
212,526人
 (H28年度)

226,700人

放課後・土曜日の居場所の充実を図
るため、地域の実情に応じて居場所
の提供や活動内容の充実を図ること
で、利用者が増加することを想定
し、指標として設定。

児童数の増加や、開催回数の少ない
地域の機会の充実、活動内容の充実
を図ることにより、参加者の増加を
見込む。

本市実績による
※算出式
太陽の広場年間参
加者数+地域の学
校年間参加者数

44 441
2,149人

(H28年度)
3,000人

生涯学習活動を支援するため、講座
内容の充実や情報発信等に努めるこ
とにより、受講者数が増加すること
を想定し、指標として設定。

講座内容の充実を図り、受講者数の
増加を見込む。

本市実績による

45 442
460,672人
(H27年度)

466,200人

身近な場所で気軽に学習できる環境
を整えるため、学習施設間の相互連
携を進め、公民館での学習サービス
の向上を図ることが、利用者の増加
につながることから、指標として設
定。

講座内容の充実や情報発信等によ
り、約5,000人の利用者の増加を見
込む。

本市実績による

留守家庭児童育成室の
受入児童数

太陽の広場などの年間
参加者数

市民大学講座の年間受
講者数

「ひとり親家庭相談」
における就業相談の利
用により就業につな
がったひとり親の人数

学校へ行くのが楽しい
と感じる小中学生の割
合

小・中学校の校舎及び
体育館の大規模改修の
実施率

地区公民館の年間利用
者数

授業で学習したことが
将来社会に出た時に役
に立つと思う小中学生
の割合

指標名

小・中学校のトイレ改
修の実施率

青少年指導者講習会の
年間受講者数

青少年施設主催イベン
ト・講座などの年間参
加者数
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46 442
1,992,476人

(H28年度)
2,220,000人

身近な場所で気軽に学習できる環境
を整えるため、予定している図書館
の整備を行うこと、また、近隣市も
含めた学習施設が相互に連携し、有
効活用を図ることによる利用者の増
加を想定し、指標として設定。

図書館の広域連携の拡大による増加
(10万人）、今後整備予定の図書館
の予想年間来館者数（11万人程度）
の増加を見込む。

本市実績による

47 511
23.1ＰＪ
(H25年度)

13.4ＰＪ
節エネルギー、省エネルギー、再生
可能エネルギー利用の取組の成果を
表す指標として設定。

「吹田市地球温暖化対策新実行計
画」に基づき、平成32年度の目標値
と平成62年度の長期目標値から按分
し、平成39年度の目標値を算出。
（1-（0.5/30年×７年+0.25））
×21.2ＰＪ＝13.4ＰＪ

「吹田市地球温暖
化対策新実行計
画」による

48 511
11,719ｋＷ
(H26年度)

33,000ｋW 再生可能エネルギーの普及啓発の成
果を表す指標として設定。

「吹田市地球温暖化対策新実行計
画」に基づき、現状値から平成32年
度の目標値への推移を踏まえ算出。
7年/6年×（22,000ｋＷ-11,719
ｋＷ）+22,000ｋＷ≒33,000ｋＷ

「吹田市地球温暖
化対策新実行計
画」による

49 512
46.7％

(H28年度)
80% ごみ減量に向けた市民の行動を示す

指標として設定。

レジ袋の有料配布を行っている店舗
のマイバッグの持参率は約80％と
なっている。レジ袋の無料配布を
行ってる店舗も含め、80％となるこ
とを目指し、目標値を設定。

「吹田市第２次環
境基本計画」によ
る
※算出式
「マイバッグ等の
持参促進及びレジ
袋削減に関する協
定」を締結した店
舗において、レジ
袋をもらわなった
商品購入者の割合

50 512
853ｇ

(H27年度)
760ｇ ごみ減量の取組の成果を表す指標と

して設定。

大阪府内でごみ排出量が最も少ない
自治体と、同等のごみ排出量まで減
量する。
※八尾市：760ｇ

「吹田市第２次環
境基本計画」によ
る

51 513
60.6%

(Ｈ28年度)
80%

安全で健康な生活環境を保全するた
めには、公害が発生しないよう、事
業者等に対する助言や指導が重要で
あり、事業者への適切な対応で公害
による苦情が解決することを想定
し、指標として設定。

安全で健康な生活環境を維持するた
め、苦情はすべて解決されることが
望ましいが、内容や受付時期により
年度内の解決が困難な場合もあるた
め、過去５年の苦情の受付・対応状
況や解決割合等を勘案し、目標値を
設定。

本市実績による

52 513
24団体

(H28年度)
40団体

市民の美化意識向上を図るために
は、地域の美化や普及啓発に取り組
む環境美化推進団体の増加が重要で
あることから、指標として設定。

啓発等により、年１、２団体の増加
を見込み、目標値を設定。

本市実績による

53 611

51地区
[125.4ha]
(H28年度)

70地区
[150ha]

地域の特性を生かしたまちづくりを
進めるなかで、住民主体でまちづく
りのルールが定められた地区が増加
することを想定し、指標として設
定。

住民主体のまちづくりが広まってい
くことを目指し、過去の推移を踏ま
え、年2地区程度（年2.5ha程度）
の増加を見込む。

本市実績による

54 611
20地区

[88.7ha]
(H28年度)

30地区
[130ha]

地域の特性を生かし、良好な景観形
成を進めるなかで、景観重点地区が
増加することを想定し、指標として
設定。

景観重点地区の増加を目指し、過去
の推移を踏まえ、年1地区程度（年
4ha程度）の増加を見込む。

本市実績による

55 612
81.4%

(H27年度)
95%

良好な住環境を形成するためには、
災害に強いまちづくりを進めること
が重要であることから、指標として
設定。

国・府の方針を踏まえ、住宅の耐震
化率を95％以上とすることを目標と
して設定。

耐震性を満たす住
宅数／住宅総数×
100

56 612
28.7%

(H25年度)
10%

住宅ストックが有効活用されるとと
もに、良好な住環境の形成が図られ
た成果として設定。

府「住まうビジョン」に基づき、腐
朽・破損のある空き家の割合を減ら
すことを目標として設定。

総務省「住宅・土
地統計調査」によ
る

図書館の年間入館者数

市域の年間エネルギー
消費量

市域の太陽光発電シス
テム設備容量（累計）

「マイバッグ」の持参
率

空き家のうち腐朽・破
損のあるものの割合

公害に関する苦情を解
決した割合

「環境美化推進団体」
の団体数

景観に関するルール
（景観重点地区）の指
定地区数[面積]

住宅の耐震化率

指標名

市民１人当たりの1日
のごみ排出量

まちづくりのルール
（地区整備計画）の策
定地区数[面積]
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No. 施策
現状

（年・年度）
目標（H３９)

指標として設定する
理由

目標値の考え方・
積算等

指標の出典・
定義等

57 613
355.8ha
(H28年度)

360.9ha

みどり豊かな都市空間の形成のた
め、まとまったみどりの少ない地域
には、公園などの公共のみどりの整
備を行う必要があることから、指標
として設定。

まとまったみどりの少ない地域など
で、公園などの整備を行える可能性
のある一定の土地などを想定し、目
標とする面積を算出。

本市実績による
※面積は、公園、
緑地などの合計面
積

58 613
34団体

(H28年度)
60団体

みどり豊かな都市空間の形成のた
め、道路に面した民有地の緑化など
の取組を広げることが重要であるこ
とから、指標として設定。

南吹田緑化重点地区で、活動団体数
を14団体程度増加することを見込む
とともに、ここでの取組が他地域へ
波及効果を生み、重点地区に加え12
団体程度増加する見込み、算出。

本市実績による

59 621 8.1km 17km

安全で快適な道路環境を確保するた
めには、道路のバリアフリー化を進
める必要があることから、指標とし
て設定。

国の目標に基づき重点地区内の生活
関連経路（約16km）のバリアフ
リー化を進め、その後、準生活関連
経路（約1km）を整備することを目
標に設定。

本市実績による
※生活関連経路と
準生活関連経路の
整備延長

60 621
91％

(H28年度)
96%

安全で快適な都市において都市計画
道路は重要な基盤の一つであること
から、都市計画道路の整備状況を指
標として設定。

今後10年間で整備を進める都市計画
道路を計上し、目標値を算出。

本市実績による
※算出式
完成済み都市計画
道路延長／都市計
画道路の計画延長
×100

61 622
6.6km

(H28年度)
80km

水道施設を適切に維持管理するた
め、水道管路の老朽化に対応する必
要があることから、指標として設
定。

年8km程度ずつ更新を進める。 本市実績による

62 622
39.7％

(H28年度)
54%

災害に強い水道システムの構築を図
るためには、地震などの災害リスク
を軽減する必要があり、水道管の中
でも重要な役割を担う基幹管路の耐
震化率を指標として設定。

基幹管路のうち、送水管・配水本管
を中心に管路の重要度に基づき、今
後10年間で整備すべき耐震管を計上
し（約20km）、目標値を算出。

本市実績による
※算出式
基幹管路耐震管延
長／基幹管路延長
×100

63 623
17.4km

(H28年度)
50km

下水道施設を適切に維持管理するた
め、下水道管路の老朽化に対応する
必要があることから、指標として設
定。

「下水道長寿命化計画」に基づき、
年3km程度ずつ更新等を進める。

本市実績による

64 623
53.9%

(H28年度)
54.9%

豪雨による浸水被害の軽減などを図
るため、雨水排水施設の整備を進め
る必要があることから、指標として
設定。

10年に1回程度生じる降雨（1時間
に約50ミリ）に対応できる雨水排水
施設の整備に向け、「公共下水道事
業計画」に基づき、今後10年間で整
備する面積を見込み目標値を算出。

本市実績による
※算出式
整備済面積／計画
面積×100

65 624
0.7ｋｍ

(H28年度)
40ｋｍ

安全・快適な交通環境を整備するた
め、近年増加している自転車利用者
にとって安全な通行空間の整備を進
める必要があることから、指標とし
て設定。

「吹田市自転車利用環境整備計画」
に基づき、自転車ネットワーク選定
路線のうち、市道（約40km）を計
画的に整備することを目標に設定。

本市実績による

66 711
2.1ポイント

(H26年)
3ポイント

地域経済の活性化に向けては、市内
の事業所数の維持・増加が重要であ
ることから、指標として設定。

「吹田市商工振興ビジョン2025」
に基づき、支援による創業者の増加
や事業継続率の向上などによる市内
の事業所数の増加を見込んで設定。

総務省「経済セン
サス」による

67 711
8.9%

(H28年度)
7%

地域経済の活性化に向けては、商店
街の活性化が重要であることから、
指標として設定。

空き店舗活用への支援などによる空
き店舗率の減少を見込み、「吹田市
商工振興ビジョン2025」の目標値
である7.3%(H19年実績値)を下回る
ことを目標に設定。

本市実績による

68 712
602人

(H28年度)
630人 JOBナビすいたを活用した就労支援

の成果を表す指標として設定。

過去の推移を踏まえ、求職者と人材
不足分野の事業者のマッチングの取
組の強化などによる就職者の増加を
見込んで設定。

本市実績による

水道管路の更新延長

下水道管路の更新及び
長寿命化延長

開業率と廃業率の差

商店街及び小売市場に
おける空き店舗率

「みどりの協定」に基
づく取組などを行う団
体数

水道基幹管路の耐震化
率

雨水排水施設の整備率
（1時間に約50ミリ
の降雨に対応）

公園などの面積

バリアフリー重点整備
地区内の主要な生活関
連経路などの整備延長

ＪＯＢナビすいたを活
用した年間就職者数

自転車通行空間の整備
延長

都市計画道路の整備率

指標名
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No. 施策
現状

（年・年度）
目標（H３９)

指標として設定する
理由

目標値の考え方・
積算等

指標の出典・
定義等

69 712
49人

(H28年度)
85人

求職者一人ひとりの状況に応じた就
労支援において、障がい者の就職支
援は重要であることから、指標とし
て設定

過去の推移を踏まえ、働く意欲のあ
る障がい者や企業への周知の強化に
よる参加者の増加を見込み、設定。

本市実績による

70 721
485,878人
(H28年度)

500,000人

文化の振興に向け、市民が芸術や文
化にふれることができる機会の充実
を図ることにより、文化会館（メイ
シアター）の入館者が増加すると想
定し、指標として設定。

文化会館(メイシアター)の入館者数は
減少傾向にあるが、機会の充実など
により、参加者数の増加を見込んで
設定。

本市実績による

71 722
31,663人
(H28年度)

35,000人
文化財の活用において、博物館をよ
り多くの市民が利用することが重要
であるため指標として設定。

魅力のある展示など企画の充実によ
る入館者数の増加を見込む。

本市実績による

72 723
85,473人
(H28年度)

95,000人
地域におけるスポーツの振興に向
け、スポーツ活動などのイベントへ
より多くの人が参加することが重要
であることから、指標として設定。

地域スポーツ関係団体や各競技団体
との連携を深めることによる、参加
者の増加を見込んで設定。

本市実績による

73 723
4,038人

(H28年度)
5,000人

地域のスポーツ振興に向けては、市
民にとって身近な場所でのスポーツ
の機会の充実が必要。そのために、
住民への指導や助言、企画立案など
を行うスポーツ指導者の育成が重要
なことから、指標として設定。

指導者はやや減少傾向にある中で、
地域スポーツ関係団体や各競技団体
との連携を深め、各種研修会の充実
を図ることにより、養成講座の受講
者の増加を見込む。

本市実績による
※算出式
下記スポーツ指導
者の延べ認定者数
（社会体育リー
ダー+スポーツ指
導員+高齢者ス
ポーツ指導者）

74 731
463団体

(H28年度)
550団体

本市の魅力の向上や新たな魅力づく
りに向けては、市民がまちの魅力を
改めて感じられる場となっている吹
田まつりの活性化が重要。そのため
には、さまざまな団体との連携が進
むことが重要であることから、指標
として設定。

さまざまな団体への呼びかけによる
協賛・協力団体数の増加を見込む。

本市実績による

75 731
255,867人
(H28年度)

300,000人

魅力の発信において、情報発信プラ
ザ(Inforestすいた)により多くの人が
訪れ、市の魅力にふれていただくこ
とが重要であることから、指標とし
て設定。

魅力のある企画の実施による来場者
の増加を見込む。

本市実績による

76 732
72回

(H28年度)
90回

大学がもつ豊富な人材、情報、技術
のまちづくりへの活用に向けては、
さまざまな分野で大学との連携を進
めることが重要であることから、指
標として設定。

連携の機運を高めることなどによ
り、連携事業やイベントの数の増加
を見込む。

本市実績による

77 732
2,100人

(H28年度)
5,000人

ガンバ大阪を活用した市民のまちへ
の愛着や誇りの醸成に向けては、よ
り多くの市民が参加するホームタウ
ン活動の展開が重要であることか
ら、指標として設定。

イベントの回数増加及び周知の強化
などによる参加者増を見込む。

本市実績による
※市民ふれあい事
業参加者数＋パブ
リックビューイン
グ参加者数

78 811
105億円

(H27年度)
100億円程度
（当初予算の

約1割）

安定的な財政運営の観点から、予期
しない収入減少や支出増加などによ
る財源不足に備える必要があること
から、最低限必要とされる積立金の
水準を指標として設定。

借金に依存しない予算編成のために
は、N年度と　N+1年度の収支不足
を補えるだけの残高が必要であるこ
とと、同規模他団体との比較から積
算。

本市実績による

79 811
８.0％

(H27年度)
10%以下

世代間の公平を保つ観点から、公債
費負担が一時期に集中しないように
することが必要であることから、地
方債発行をコントロールするための
指標として設定。

公債費負担比率（公債費充当一般財
源の一般財源総額に対する割合）が
15％を超えると財政運営硬直化の警
戒ラインとされていることに準じ
て、10%以下を安全圏として設定。

本市実績による
※算出式
公債費／標準財政
規模×100

80 812
0%

(H28年度)
100%

公共施設の最適化を進めるため、全
ての施設計画を個別に策定した上
で、総合的に施設管理を行うことが
重要であることから、個別施設計画
の策定状況を指標として設定。

同計画の計画期間である平成32年度
末までに、予定しているすべての個
別施設計画の策定を目標とする。

本市実績による
※算出式
個別施設計画策定
済数／個別施設計
画策定予定数×
100

81 813
6.5回

(H28年度)
7回

職員の資質向上・能力開発のために
は職員研修が重要であることから、
指標として設定。

一人あたりの研修回数が現状より増
加することを目標とする。

本市実績による
※算出式
年間延べ人数／職
員数

82 814
204分

(Ｈ28年度)
0分

行政サービスの提供の安定・効率化
のため、情報システムを障害なく運
用することが重要であることから、
指標として設定。

システム障害を起こすことなく、行
政サービスを継続的に提供すること
を目標とする。

本市実績による
※現状値は（平成
29年1月から3月
の実績）×4

職員一人当たりの年間
研修受講回数

ガンバ大阪と小学生の
ふれあいイベントなど
応援イベントへの年間
参加者数

ＩＣＴを活用した行政
サービスの稼働休止時
間

一般建築物の個別施設
計画の策定が完了した
割合

財政調整基金残高

大学との連携による事
業やイベントなどの年
間実施回数

吹田市立博物館の年間
入館者数

吹田まつりへの協賛・
協力団体数

「情報発信プラザ
（Inforestすいた）」
への年間入場者数

文化会館（メイシア
ター）の年間入館者数

「社会体育リーダー」
など地域におけるス
ポーツ指導者の延べ認
定者数（累計）

公債費比率

「障がい者就職応援
フェア」への参加者数

スポーツイベントやス
ポーツに関する講座な
どへの年間参加者数

指標名
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II．地域の特性 

基本構想「Ⅴ. 施策の大綱」では、「地域の特性を生かしたまちづくり」を取組の視点の 1

つとしています。本資料では、地域の特性を生かしたまちづくりを進めるにあたっての参考

として、各分野で共通して把握しておくべき地域に関する基礎的な情報をまとめます。 

取組を進めるにあたっては、必要に応じて、地域の実情に応じた圏域設定を行うこととし

ており、各分野の個別計画等では、取組内容に応じて小学校区や中学校区、ブロック単位な

ど、さまざまな圏域が設定されています。ここでは、地域に関する基礎的な情報をまとめる

にあたり、参考として、市域を一定の生活圏域などを考慮した 6 つのブロックに分けて示し

ます。 

視点３ 【 地域の特性を生かしたまちづくり 】（基本構想「Ⅴ．施策の大綱」 取組の視点より抜粋） 

本市は、歴史的な面影を残す地域や、計画的に住宅開発や道路・公園などの整備が進められた地域、

工業や商業が集積する地域など、さまざまな特性をもった地域から成り立っています。地域の特性を

生かした魅力あるまちづくりを進めるとともに、さまざまな課題を解消していくため、地域ごとの特

性や課題を把握することが重要です。 

地域の実情に応じた圏域設定を行い、地域の特性や課題を把握・分析しながら取組を進めるなど、

地域の特性を生かしたまちづくりに努めます。なお、圏域設定は、小学校区単位や、一定の生活圏域

を広域的に区分するブロック単位などを、柔軟に組み合わせて行うこととします。 

 ■地域の分け方の例（小学校区及び中学校区） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小学校区 中学校区

千里第二小学校

千里第三小学校

岸部第一小学校

岸部第二小学校

吹田第一小学校

吹田第六小学校

吹田第三小学校

吹田東小学校

吹田第二小学校

吹田南小学校

千里第一小学校

片山小学校

佐井寺小学校

東佐井寺小学校

千里新田小学校 南千里中学校

豊津第一小学校

山手小学校

豊津第二小学校

江坂大池小学校

山田第五小学校

南山田小学校

山田第三小学校

西山田小学校

山田第一小学校

北山田小学校

山田第二小学校

東山田小学校

千里丘北小学校

佐竹台小学校

高野台小学校

藤白台小学校

青山台小学校

桃山台小学校

千里たけみ小学校

津雲台小学校

古江台小学校

千里丘中学校

高野台中学校

青山台中学校

竹見台中学校

古江台中学校

佐井寺中学校

豊津中学校

豊津西中学校

山田中学校

西山田中学校

山田東中学校

第一中学校

第二中学校

第三中学校

第五中学校

第六中学校

片山中学校

千里第二

千里第三

岸部第一

岸部第二

吹田
第一

吹田第六

吹田第三

吹田東

吹田第二

吹田南

千里第一
片山

佐井寺

東佐井寺
千里新田

豊津第一

山手

豊津第二

江坂大池

山田
第五

南山田

山田第三

西山田
山田第一

北山田

山田第二

東山田

千里丘北

佐竹台

高野台

藤白台

青山台

桃山台

千里たけみ

津雲台

古江台
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■地域の分け方の例（6 つのブロック） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

千里ニュータウン・ 

万博・阪大地域 

千里山・佐井寺 

地域 

豊津・江坂・ 

南吹田地域 

ＪＲ以南 

地域 

片山・岸部 

地域 

山田・千里丘 

地域 
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１. 各地域の特性 

(1) JR 以南地域 

この地域は、安威川や神崎川を隔てて大阪市と接し、水運に恵まれていたことから、交通

の要衝として発展し、市内でも早くから開けてきた地域です。 

吹田発祥の地と言われ、旧集落のまちなみや高浜神社などの由緒ある寺社など、歴史的な

風情が地域内の各所に残っています。吹田歴史文化まちづくりセンター（浜屋敷）や旧西尾

家住宅（吹田文化創造交流館）を中心に、歴史・文化資源を活用したさまざまな取組が行わ

れています。JR 吹田駅付近には、商店街や商業施設などが立地しています。神崎川沿いには、

製造業を中心とする大規模工場や、スポーツグラウンドのある中の島公園が立地しています。

また、神崎川・安威川沿いは貴重なみどりと水辺の空間となっています。 

人口は減少傾向にあり、高齢化率は市内の他の地域と比べて高い水準となっています。 

 

■地域マップ 

 

JR京都線 

【写真】 

例：商店街 

【写真】 

例：歴史的なまちなみ 

旧西尾家住宅 

（吹田文化創造交流館） 

高浜神社 

中の島公園 

吹田歴史文化まちづくり 

センター（浜屋敷） 
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■年齢 3 区分人口及び高齢化率の推移 

 
     

    （資料）総務省「国勢調査」から作成 
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(2)  片山・岸部地域 

この地域は、古来より丘陵の斜面と豊富で良質な粘土を用いて窯業が営まれ、平安京など

の造営に使われた瓦の産地であったことが知られています。明治・大正期には、ビール工場

や国鉄吹田操車場が設けられ、当時の吹田を「ビールと操車場のまち」とイメージさせまし

た。昭和に入ると、大阪高槻京都線（産業道路）の開通を機に、商店街が形成され、付近の

丘陵部は住宅地として発展しました。 

泉殿宮や吉志部神社、吉志部瓦窯跡など、数々の歴史的建築や文化財、史跡などが残され

ています。南西部の片山公園周辺には、中央図書館や片山市民体育館などの公共施設が集積

しているほか、大和大学の開学や商業施設の開業により、新たなにぎわいをみせています。

東部には、大阪学院大学が立地しています。また、吹田操車場跡地では、国立循環器病研究

センターを中心とした国際級の複合医療産業拠点の形成など、北大阪健康医療都市（健都）

の整備が進められており、まちなみが大きく変わりつつあります。 

人口は 20 年間、ほぼ横ばいで推移しています。また、高齢化率は市内の他の地域と比べ

てやや高い水準となっています。 

 

■地域マップ 

 

  

JR京都線 

阪急京都線 

阪急千里線 

【写真】 

例：歴史的建築 

【写真】 

例：公共施設の集積 

中央図書館 

片山市民体育館 

大和大学 

大阪学院大学 

吉志部神社 

北大阪健康医療都市

（健都） 

吉志部瓦窯跡 
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■年齢 3 区分人口及び高齢化率の推移 

 

    （資料）総務省「国勢調査」から作成 
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(3) 豊津・江坂・南吹田地域 

この地域は、地下水が豊富で、垂水神社など水にゆかりのある歴史的資源が多く残ってい

ます。また、垂水南遺跡などの遺跡からは、古代より広域的に交流があったことがうかがえ

ます。千里ニュータウンの開発等を機に、新御堂筋や地下鉄御堂筋線の延伸整備が進むとと

もに、江坂駅周辺等の土地区画整理事業により道路や公園などが整備されました。 

現在は、江坂駅を中心に北大阪の都心的なまちとして発展しており、卸売・小売業などの

店舗や企業が集積するほか、単身者向けのマンションが多く立地しています。一方、その周

辺には旧集落の面影を残すまちなみ、北部には閑静な住宅地が形成されています。東部には

市役所や文化会館（メイシアター）、南部の神崎川沿いには大規模な工場が集積しています。

南部では現在、JR おおさか東線の新駅の設置に併せて、駅前広場や都市計画道路などの整備

が進められています。また、高川や糸田川沿いは、貴重なみどりと水辺の空間となっていま

す。 

人口は増え続けており、生産年齢人口の割合が市内で最も高く、高齢化率は市内で最も低

い地域となっています。 

 

■地域マップ 

 

  

阪急千里線 

JR京都線 

【写真】 

例：旧集落のまちなみ 

【写真】 

例：江坂駅周辺の 

まちなみ 

市役所 

文化会館 

（メイシアター） 

垂水神社 

高
川 

垂水南遺跡 
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■年齢 3 区分人口及び高齢化率の推移 

 

    （資料）総務省「国勢調査」から作成 
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(4) 千里山・佐井寺地域 

この地域は、古くから千里丘陵の尾根筋や谷筋に集落が形成され、歴史的なまちなみ、佐

井寺伊射奈岐神社や佐井寺、春日神社など歴史的資源が数多く残されています。 

中央部の千里山地区は、大正末期の北大阪電気鉄道（現在の阪急千里線）の開通に伴う開

発により、閑静な住宅街として発展してきました。近年、千里山駅東側は再整備され、千里

山コミュニティセンターや商業施設が開業しました。また、関西大学の周辺には、学生向け

のにぎわいのある商業地が形成されてきました。東部の佐井寺地区では、古くからの趣を残

す市街地に加えて、土地区画整理事業により道路や公園などが整備され、新しい住宅が多く

建設されました。 

また、人口はゆるやかな増加傾向で、高齢化率は市内の他の地域と比べて低い水準となっ

ています。 

 

 

■地域マップ 

 

 

 

 

  

北大阪急行線 阪急千里線 

【写真】 

例：千里山のまちなみ 

【写真】 

例：佐井寺の旧集落 

のまちなみ 

千里山コミュニティ 

センター 

佐井寺伊射奈岐神社 

関西大学 

佐井寺 

春日神社 
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■年齢 3 区分人口及び高齢化率推移 

 

    （資料）総務省「国勢調査」から作成 
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(5) 山田・千里丘地域 

この地域は、山田川や旧小野原街道沿いに古くから大きな集落が形成されており、旧家や

由緒ある紫雲寺、圓照寺、山田伊射奈岐神社、太鼓神輿や権六おどりなど、有形、無形の歴

史的資源が数多く残されています。 

西部の山田西地区では、マンションや住宅団地の建設により急速に市街化が進みました。

地域活動が盛んで、ヒメボタルの保存活動なども行われています。山田駅周辺には、商業施

設や、子育て青少年拠点夢つながり未来館（ゆいぴあ）が立地しています。東部の千里丘地

区では企業の厚生施設などが多く立地していましたが、住宅地へ変化している場所が多く見

られます。大規模マンションの開発なども進められ、多くのファミリー世帯の転入により児

童数が増加し、新たに千里丘北小学校が開校しました。 

人口は、開発により住宅供給が進んだことから、平成 17 年からは増加が続いています。

また、高齢化が急速に進んでいます。 

 

 

 

■地域マップ 

 

 

 

  

阪急千里線 

大阪モノレール 

【写真】 

例：山田駅周辺 

のまちなみ 

【写真】 

例：千里丘のまちなみ 

子育て青少年拠点 

夢つながり未来館 

（ゆいぴあ） 

千里丘北小学校 
紫雲寺 

圓照寺 

山田伊射奈岐神社 
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■年齢 3 区分人口及び高齢化率推移 

 

    （資料）総務省「国勢調査」から作成 
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(6) 千里ニュータウン・万博・阪大地域 

この地域は、竹林と雑木林の広がる丘陵地でしたが、昭和 30 年代から約 10 年にわたる

大規模なニュータウン開発や、大阪大学の移転、万国博覧会の開催を経て、現在では、みど

り豊かで計画的に整備されたまちなみが広がっています。 

千里ニュータウンは、集合住宅と戸建住宅による住宅地、地区センターや近隣センターの

商業地をはじめ、道路や公園などの公共空間が計画的に整備され、落ち着きのある住宅地と

して成熟したまちとなっています。ニュータウン建設から半世紀以上が経過し、老朽化した

公的住宅の集約建替が進むとともに、余剰地へのマンション開発が行われています。北部か

ら中部にかけては、大阪大学や千里金蘭大学、理化学研究所が立地しています。万博記念公

園には、国立民族学博物館など文化・学術・研究施設や、さまざまなスポーツ・レクリエー

ション施設などが立地するほか、近年、市立吹田サッカースタジアムや大規模な商業施設が

開業し、市内外から多くの人が集まるにぎわいのあるエリアとなっています。 

人口は減少傾向にありましたが、再開発による住宅供給が進み、平成 27 年には大幅な増

加に転じています。また、高齢化率は市内の他の地域と比べて高い水準となっています。 

 

■地域マップ 

 

 

  

阪急千里線 北大阪急行線 

【写真】 

例：千里ニュータウン 

のまちなみ 

【写真】 

例：文化・学術 

・研究施設 
千里金蘭大学 

理化学研究所 

国立民族学博物館 

市立吹田サッカー 

スタジアム 

大阪大学 
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■年齢 3 区分人口及び高齢化率の推移 

 

    （資料）総務省「国勢調査」から作成 
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２. さまざまなデータで見る地域 

■世帯類型別世帯数の割合 

 

 

 

■住宅の建て方別世帯数の割合 

 

 

 

■土地利用状況 

 

  

（資料）総務省「平成 27年国勢調査」から作成 

 

（資料）総務省「平成 27年国勢調査」から作成 

 

（資料） 吹田市「平成 27年都市計画基礎調査」から作成 
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・・・浸水想定区域（深さ2m未満)
・・・浸水想定区域（深さ2m以上5m未満)

予測条件
・淀川は2日間で約500mmの雨が降った場合
・神崎川は1日間に250mmの大雨が降った場合
・安威川は1時間に最大約80mm、1日に約250mmの大雨が降った場合
・高川、糸田川、上の川、山田川、正雀川は、1時間に最大約80mm、
1日に300mmの大雨が降った場合

■緑被率                  ■公共交通網の便利さに満足している市民 

                       の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

■洪水ハザードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（資料）吹田市「吹田市第 2次みどりの基本計画(改訂版)」 

（平成 28年）から作成 
（資料）吹田市「平成 26年度吹田市市民意識調査」から作成 

 (資料) 吹田市「吹田市洪水避難地図(洪水ハザードマップ)」（平成 28年）から作成 
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■犯罪発生件数                ■自治会加入率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■卸売業、小売業事業所数                    ■製造業事業所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（注）数字は、地区ごとの総世帯数に対する自治会加入世帯数 

の割合を示す。 

（資料）自治会加入世帯数：吹田市資料（平成 28年 4月 1日） 

総世帯数：住民基本台帳人口（平成 28年 3月末日) 

 

（資料）吹田警察署「平成 28年吹田防犯協議会支部別犯罪発

生件数」から作成 

492

648

847

398

586

318

548

JR以南

片山・岸部

豊津・江坂・南吹田

千里山・佐井寺

山田・千里丘

千里ニュータウン・万博・阪大

市全体（平均）

（資料）総務省「平成 26年経済センサス - 基礎調査結果」 

から作成 

（資料）総務省「平成 26年経済センサス - 基礎調査結果」 

から作成 
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III．用語集 
 

 

1 PDCAサイクル

・基本構想
Ⅱ-1.総合計画の役割
・基本計画
Ⅱ-1.基本計画の進行管理
ほか

Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の
サイクルによる施策や事業等の立案から評価に至るまでのプロセ
ス。総合計画においては、P（基本構想、基本計画、実施計画の立
案）、D（事業実施）、C（行政評価）、A（翌年度の実施計画等へ
の反映）のサイクルにより進行管理を行う。

2 ローリング方式
基本構想
Ⅱ-3.計画の期間

毎年度、修正や補完を行いながら、社会経済状況の変化や事業の実
施状況に対応し、計画と現状とのかい離を調整する方法。

3 都市機能

・基本構想
Ⅳ-2.都市空間の方向
・基本構想
Ⅴ.施策の大綱【大綱6】

居住、商業、工業、文化、教育、情報、レクリエーション、行政、
交通といった都市におけるさまざまな活動。

4 都市施設

・基本構想
Ⅴ.施策の大綱【大綱6】
・基本計画
6-2【都市基盤】

道路、公園、水道、下水道など、都市の骨格を形成するとともに、
円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するための施設。

5 公共施設の最適化

・基本構想
Ⅴ.施策の大綱【大綱8】
・基本計画
8-1【行政経営】

市が保有する公共施設（学校、保育所、公民館などの一般建築物、
道路などのインフラ系施設、ごみ焼却場などのプラント系施設等）
について、人口動向の変化や各施設の老朽化などに対応しながら限
られた予算の中で最適な整備・再配置・維持保全などを行うこと。

6 LGBT

性的指向及び性自認に関する呼称。　Ｌ：女性の同性愛者
(Lesbian：レズビアン)、Ｇ：男性の同性愛者（Gay：ゲイ）、Ｂ：
両性愛者（Bisexual：バイセクシャル）、Ｔ：こころの性とからだ
の性との不一致（Transgender：トランスジェンダー）を指す。

7 性的マイノリティ

同性愛、性同一性障害（身体と心の性別に何らかの違和感のあるこ
と）、インターセックス（Intersex：先天的に身体上の性別が不明
瞭なこと）の人々などを含む総称。（Minority：小数、少数派を意
味する。）

8
ドメスティック・バイオ
レンス(DV)

配偶者や交際相手など親しい人間関係にあるパートナーからの暴力
のこと。殴る、蹴るといった身体的暴力だけでなく、言葉による精
神的暴力、経済的暴力、性的暴力、社会的暴力なども含まれる。

9 Wリボンプロジェクト

女性への暴力や児童虐待の防止を一体として捉え、「W（ダブル）
リボンマーク」を旗印に、DVや児童虐待に関する講座の開催やピン
バッジの販売などの啓発活動を行うプロジェクト。なお、Wリボン
マークは、女性に対するあらゆる暴力の根絶のシンボルであるパー
プルリボンと児童虐待防止のシンボルであるオレンジリボンを組み
合わせて本市が独自で考案したもの。

10 パブリックコメント

重要な条例を制定・改廃する場合や、重要な計画を策定する場合な
どにその案を市民に公表し、その案に対して市民から意見の提出を
受け、その意見に対する市の考え方を公表するとともに、提出され
た市民の意見を考慮して最終的な意思決定を行う制度。

11 市民公益活動
ボランティアやNPOなど、市民が自発的に行う営利を目的としない
社会貢献活動。

12 高度救助隊
大型の救助工作車と高度救助資機材を持ち、人命の救助に関する専
門的で高度な教育を受けた隊員で編成された中核市などの消防本部
に配置する救助隊。

13 自主防災組織
災害発生時の市民相互の助け合いの精神による自主的な防災活動を
推進するために、平常時に啓発活動や防災訓練を行う町内会や自治
会などを単位として自主的に結成された組織である。

14 BCP（業務継続計画）

災害や事故発生時でも、重要業務をなるべく中断させず、中断して
もできるだけ早急に復旧させるため、業務の執行体制や対応手順、
必要な資源の確保などをあらかじめ定める計画。Business
Continuity Planの略。

15 自主消火組織
大規模地震発生時における地域での初期消火活動を目的とし、可搬
式の消防ポンプを配置した組織。

基本計画
Ⅲ.政策・施策
1-1【平和・人権】

基本計画
Ⅲ.政策・施策
1-2【市民自治】

基本計画
Ⅲ.政策・施策
2-1【防災】

No. 用語 掲載箇所 説明
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16 青色防犯パトロール
基本計画
Ⅲ.政策・施策
2-2【防犯】

警察から青色回転灯を装備した自動車による自主防犯活動を適正に
行うことができる旨の証明を受けた団体が実施するパトロール。

17 老老介護
基本計画
Ⅲ.政策・施策
3-1【高齢者福祉】

高齢者の介護を高齢者が行うこと。主に65歳以上の高齢の夫婦、親
子、兄弟などがそれぞれ介護者・被介護者となるケースを指す。

18
吹田市民はつらつ元気大
作戦

教室や講座、住民活動への支援など、介護予防に関するさまざまな
取組を指す。１人でも多くの高齢者が主体的に介護予防に取り組む
ことにより、市民の健康寿命延伸が図られるよう、介護予防の普及
啓発に力を入れる観点から愛称をつけたもの。

19 団塊の世代
第二次世界大戦直後の第一次ベビーブームの時期生まれた世代のこ
とで、一般的には昭和22～24年（1947～1949年）に生まれた
人びとを指す。

20 後期高齢者 本計画では、75歳以上の高齢者のことを指す。

21 認知症サポーター

認知症サポーターキャラバンにおける「認知症サポーター養成講
座」を受講した人。認知症に関する理解があり、声かけや見守りと
いった簡単な日常生活の手助けや、生活上の困りごとの解決に向
け、支援機関につなぐなどの支援を行う。

22 グループホーム
高齢者や障がい者などが地域社会のなかで自立した生活を営むた
め、介護従事者のサポートを受けながら、少人数で共同生活を送る
居住形態。

23 移動支援事業

屋外での移動が困難な障がい者（児）及び難病患者に対し、社会生
活上必要不可欠な外出及び余暇活動等、社会参加のために外出する
際に支援を行うもの。外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介
助及び外出時においても必要となる介護を提供するガイドヘルプ
サービスのこと。

24 福祉的就労

障害のある人が、障がい福祉サービス事業所などの福祉的な支援の
ある環境で就労することにより、働くことへの意欲や自信を育て
る。また、一般就労（企業等での就労）に進み、さらに自立した生
活ができるよう、継続的な支援を行うこと。

25
就労継続支援（非雇用
型）事業所

通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく
就労が困難な障がい者に対して、働く場を提供する事業所。

26 地区福祉委員会

おおむね小学校区ごとにつくられた地域福祉推進のための住民組織
で、市内に33組織がある。自治会・高齢クラブなどの各種団体から
参加・協力する人と、民生委員・児童委員、ボランティアなどで構
成されており、｢ふれあい昼食会」や「いきいきサロン｣、｢子育てサ
ロン」などの「小地域ネットワーク活動」を中心に、地域の実情に
合わせて多彩な地域福祉の活動を行っている。

27 民生委員・児童委員

民生委員は、「民生委員法」に基づき厚生労働大臣から委嘱を受け
た非常勤特別職の地方公務員。「児童福祉法」により児童委員を兼
ねている。社会奉仕の精神をもって、地域福祉の向上のため、常に
住民の立場となって相談・支援を行うボランティア。また、おおむ
ね小学校区ごとに児童問題を専門とする主任児童委員が1名ずつ配
置されている。

No. 用語 掲載箇所

基本計画
Ⅲ.政策・施策
3-1【高齢者福祉】

基本計画
Ⅲ.政策・施策
3-2【障がい者福祉】

基本計画
Ⅲ.政策・施策
3-3【地域福祉】

説明
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28 災害時要援護者
大規模な災害が発生したときや、災害の恐れがあるときに、高齢者
や障がい者など支援が必要な人で、家族などの支援だけでは避難す
ることができない、または、家族などの支援を受けられない人。

29 小地域ネットワーク活動

吹田市内にある33の地区福祉委員会がそれぞれの地区内で、地域住
民のつながりづくりを目的として行うさまざまな援助活動のこと。
「ふれあい昼食会」や「いきいきサロン」「子育てサロン」などの
ようなグループ援助活動や、「見守り・声かけ活動」のような個別
援助活動、広報紙発行や研修会の開催などの活動がある。

30 福祉避難所
災害時に高齢者や障がい者等、一般の避難所生活において何らかの
特別な配慮を必要とする人を対象に開設する避難所。社会福祉事業
を行う施設等のうち、一定の条件を満たす施設を指定する。

31 健康寿命 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。

32 生活習慣病
食習慣、運動習慣、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に
関与する疾病のこと。主な生活習慣病には、がん、脳血管疾患、心
疾患、糖尿病などがある。

33
北大阪健康医療都市（健
都）

JR京都線岸辺駅北側、「健康と医療」をコンセプトとしたまちづく
りを進めている、約30ヘクタールのエリア。愛称の健都は、循環器
病予防に必要なKnowledge（正確な知識、知の集積）、Exercise
（適度な運動）、Nutrition（適切な栄養・食事）とTown（まちづ
くり）の頭文字を並べたもの（KENTO）。

34 医療イノベーション
医薬品や医療機器等をはじめとする最先端の医療技術の実用化な
ど、医療分野における革新的で新しい価値を創り出すこと。

35
国立循環器病研究セン
ター

厚生労働省所管の独立行政法人（国立研究開発法人）であり、国立
高度専門医療研究センターの一法人。循環器病に係る医療に関し、
調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医
療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策とし
て、循環器病に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって
公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としている。

36
特定健康診査（吹田市国
保健康診査）

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、糖尿病などの生活
習慣病を予防する目的で、各医療保険者に義務付けられた健康診
査。40歳以上74歳以下の被保険者及びその被扶養者を対象に行わ
れるもの。
本市では、40歳以上74歳以下の吹田市国民健康保険の被保険者を
対象に実施している。

37 認定こども園
幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行
う施設。

38
子育て支援コンシェル
ジュ

子育てに関する相談に応じる専門の職員のこと。本市ではのびのび
子育てプラザなどに配置している。

39 ひとり親家庭相談
ひとり親家庭などからの生活上の悩みや子供に関する相談、就業相
談などについて、専門の相談員が総合的・専門的に助言や情報提供
を行うこと。

40 ICT

基本計画
Ⅲ.政策・施策
4-2【学校教育】
8-1【行政経営】

ICTは、情報（information）や通信（communication）に関する
技術（Technology）の総称。

No. 用語 掲載箇所 説明

基本計画
Ⅲ.政策・施策
3-4【健康・医療】

基本計画
Ⅲ.政策・施策
3-3【地域福祉】

基本計画
Ⅲ.政策・施策
4-1【子育て】
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41 留守家庭児童育成室
保護者が仕事などで昼間家庭にいない児童（小学生）を対象に児童
の健全育成を図るために、小学校の余裕教室などで提供される適切
な遊びや生活の場。

42 太陽の広場
異学年の児童が一緒になって遊び、子供の自主性、創造性などを育
むため、小学校の施設や地域における学習資源などを活用した居場
所。

43 市民大学講座
本市で実施している講座で、市民の教養を深める学びの場として、
社会情勢や現代的課題を学ぶ「特別講座」と市内大学との連携によ
り大学の特徴を活かした「大学連携講座」を指す。

44 出前講座

市民が参加する集会などに、市の職員が出向いて、希望のテーマに
ついて行政の施策や事業等を説明、意見交換等を行う講座。行政に
対する理解を得るとともに、コミュニケーションを図り行政の施策
に生かす。

45 低炭素社会
現状の産業構造やライフスタイルを変えることにより、化石燃料に
依存する社会構造を変革し、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の
排出を低く抑えた社会。

46 環境美化推進重点地区
公共の場所でのポイ捨てや違法な屋外広告物の掲出を禁止するとと
もに、これらへの対策を特に必要とする地域。

47 PJ（ペタジュール）
J（ジュール）はエネルギー（熱）量を表す単位であり、1 気圧にお
いて1g の水の温度を1℃上げるのに必要なエネルギー（熱）量は約
4.2J に相当。P（ペタ）は10 の15乗。

48 太陽光発電システム
ソーラーパネルを用いて太陽光から発電した電気を家庭などで利用
できるようにするシステム。

49 マイバッグ
買い物後に、そのまま捨てられてしまうことの多いレジ袋などのご
みを減らすため、小売店での購買時に、レジ袋をもらう代わりに用
いる買い物袋。

50 環境美化推進団体
自分たちの住むまちの環境美化活動を自ら実践するとともに、市と
連携して啓発活動などを行う5人以上の環境美化推進員で構成する
団体。

51 生物多様性

基本計画
Ⅲ.政策・施策
5-1【環境】
6-1【都市空間】

地球上の生物の多様さとその生息環境の多様さをいう。生態系は多
様な生物が生息するほど健全であり、安定しているといえる。地球
上の生物種、生態系及び遺伝子の多様性を保護するため、「生物の
多様性に関する条約」が採択され、わが国は平成5 年（1993年）
5 月に批准している。

52 土地区画整理事業
公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地の区画形
質の変更及び公共施設の新設又は変更を行う面的整備事業。

53 地区整備計画
地区の住民などが主体となってつくる地区計画の目標や方針に従っ
て、道路、公園などの配置や建物の用途、形態などに関する制限な
どについて、具体的にルールを定める計画。

54 景観重点地区

特に重点的に良好な景観の形成を図る必要がある地区で、景観形成
地区と景観配慮地区の2種類。景観形成地区では、住民等との合意
のもと指定し、地区の特性に応じた地区景観形成基準を定め、協働
により景観形成の推進を図る。

55 みどりの協定

「みどりの保護及び育成に関する条例」に基づき、道路に接する敷
地の緑化を推進するため、市民が区域を定めて緑化について市と合
意したときに締結する協定。道路境界から一定範囲の植栽について
は、樹木等の配付の助成制度がある。

説明No. 用語 掲載箇所

基本計画
Ⅲ.政策・施策
4-4【生涯学習】

基本計画
Ⅲ.政策・施策
5-1【環境】

基本計画
Ⅲ.政策・施策
6-1【都市空間】

基本計画
Ⅲ.政策・施策
4-3【青少年育成】
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56 都市計画道路
都市の骨格を形成するとともに、円滑な都市活動を確保し、良好な
都市環境を保持するための都市計画法に定める都市施設の一つ。

57
バリアフリー重点整備地
区

駅などの旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障がい者などが利
用する施設が集まった地区で、公共交通機関、建築物、道路、都市
公園などのバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進する地区。

58 水道基幹管路

水道管の中でも重要な役割を担う管路で、導水管（水源から浄水場
まで水を送る水道管）、送水管（浄水場から配水池まで水を送る水
道管）、配水本管（配水池から各家庭に水を送る水道管の内、幹線
の役割を有するもの）を指す。

59 雨水排水施設

降水により発生した表面水を収集し、河川に放流するための施設。
雨水ます、雨水管きょ、ポンプ施設によって構成される。浸水被害
の軽減を図る、雨水を貯留・排水する増強管（貯留管）や増強ポン
プ等も含まれる。本市では、雨水レベルアップ整備事業として、10
年に1度の雨（1時間に約50ミリ）の雨に対応できる施設の整備を
進めている。

60 自転車通行空間
自転車が通行するための道路、または道路の部分で、自転車道や自
転車専用通行帯、自転車走行を誘導する路面標示等の整備により確
保を図る。

61 ワークライフバランス
男女がともに、人生の各段階において、仕事、家庭生活､地域生活、
個人の自己啓発など様々な活動について、自らの希望に沿った形で
バランスをとりながら展開できる状態のこと。

62 障がい者就職応援フェア
本市とハローワーク淀川、吹田商工会議所の連携による、障がい者
の就労支援を目的とした合同就職面接会。

63 多文化共生
基本計画
Ⅲ.政策・施策
7-2【文化・スポーツ】

国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対
等な関係を築きながら、地域社会の活力、構成員としてともに生き
ていくこと。

64 Jリーグ 日本プロサッカーリーグの通称。

65 ガンバ大阪
日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）に加盟するプロサッカークラブ
であり、本市、茨木市、高槻市、豊中市、摂津市、池田市、箕面市
をホームタウン（本拠地）としている。

66 ホームタウン活動

日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）加盟クラブによる、それぞれの
ホームタウン（本拠地）におけるスポーツの普及と振興を目的とし
た活動であり、地域のイベントへの参加や地域の学校への訪問な
ど、サッカーを通じたさまざまな社会貢献活動が行われている。

67
情報発信プラザ
（Inforestすいた）

産業や観光資源など本市のさまざまな都市魅力を市内外に向けて発
信する施設。「Inforest」は、information（情報）、forest
（森）、rest（憩う）を組み合わせた造語。

No. 用語 掲載箇所 説明

基本計画
Ⅲ.政策・施策
7-1【地域経済】

基本計画
Ⅲ.政策・施策
7-3【都市魅力】

基本計画
Ⅲ.政策・施策
6-2【都市基盤】
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68 地方分権改革
住民に身近な行政は、できる限り地方公共団体が担い、その自主性
を発揮するとともに、地域住民が地方行政に参画し、協働していく
ことを目指す改革のこと。

69 個別施設計画

「吹田市公共施設総合管理計画」に基づき、学校や公民館などの一
般建築物、道路・橋りょう、公園、下水道、上水道、環境プラント
といった公共施設について、個別の施設ごとに各施設の特性に応じ
た維持管理・更新等に係る取組内容などを整理した計画のこと。

70 行政評価
行政機関が主体となって、総合計画の体系に基づき、自らの行政活
動を点検・評価し、その結果を改善につなげていくことであり、そ
れをシステムとして行政活動の中に組み込んで実施すること。

71 財政調整基金
地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基
金。

72 公債費
地方公共団体が借り入れた地方債の元金の償還及び利子の支払いに
要する経費。

73 公債費比率
公債費の標準財政規模に対する割合。この比率が高いほど、財政運
営における硬直化が進んでいるといえる。

説明

基本計画
Ⅲ.政策・施策
8-1【行政経営】

・基本計画
Ⅱ.基本計画推進のために
・基本計画
Ⅲ.政策・施策
8-1【行政経営】

No. 用語 掲載箇所


